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Bostock v. Clayton Cty. 事件連邦最高裁判決
 

判 

例 

研 

究性
的
指
向
及
び
性
自
認
に
基
づ
く
解
雇
が
公
民
権
法
第
七
編
で
禁
止
さ
れ
る
雇
用
に
お
け

る
性
差
別
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
決

松　
　

岡　
　

千　
　

紘

【
事
実
】

①　

Bostock v. Clayton Cty.

事
件

　

原
告
で
あ
る
ゲ
イ
男
性
の
Ｇ
Ｂ
は
二
〇
〇
三
年
一
月
一
三
日
、
被
告
で
元
使
用
者
のGeorgia

州Clayton

郡
（
以
下
「
カ
ウ
ン
テ
ィ
」
と
い
う
）

に
、Clayton

郡
少
年
裁
判
所
に
配
属
さ
れ
て
い
る
児
童
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
。
Ｇ
Ｂ
が
同
カ
ウ
ン
テ
ィ
で
働

い
た
一
〇
年
間
で
、
彼
は
優
れ
た
業
績
評
価
を
受
け
、
彼
が
統
括
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
称
賛
を
得
た
。
二
〇
一
三
年
一
月
の
初
め
、
Ｇ
Ｂ
が
ゲ
イ
の

人
々
で
構
成
さ
れ
る
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
連
盟
に
参
加
し
た
直
後
、
同
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
被
用
者
と
し
て
「
ふ
さ
わ
し
く
な
い
（unbecom

ing

）」
こ
と
を
理

由
に
被
告
か
ら
解
雇
さ
れ
た
。

　

雇
用
機
会
均
等
委
員
会
（Equal Em

ploym
ent O

pportunity Com
m

ission

、
以
下
「
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
」
と
略
す
）
に
申
告
を
行
い
、
訴
権
付
与
状

を
得
た
Ｇ
Ｂ
は
、
当
該
解
雇
が
性
的
指
向
と
性
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
へ
の
不
適
合
を
理
由
と
し
て
お
り
、
一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七
編
（
以
下
「
第

七
編
」
と
い
う
）
違
反
と
な
る
性
別
（sex

）
に
基
づ
く
差
別
で
あ
る
と
訴
え
提
訴
し
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
北
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
は
控
訴
裁
判

所
の
先
例
に
依
拠
し
、
第
七
編
が
性
的
指
向
の
差
別
の
訴
え
を
包
含
し
て
い
な
い
と
判
示
し
た
。
加
え
て
、
治
安
判
事
の
提
言
と
同
様
、
性
的
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
化
の
訴
え
を
支
持
す
る
事
実
に
基
づ
く
申
立
も
失
敗
し
て
い
る
と
し
て
、
被
告
を
支
持
す
る
判
決
を
下
し
た
。
Ｇ
Ｂ
の
控
訴
を
受
け
た
第
一

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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判 例 研 究

一
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
、
同
性
愛
を
理
由
と
し
た
解
雇
は
第
七
編
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
パ
ー
キ
ュ
リ
ア
ム
で
地
裁
判
決
を
承
認
し

た
。

②　

A
ltitude Express, Inc. v. Zarda

事
件

　

二
〇
一
〇
年
の
夏
、
ゲ
イ
男
性
の
原
告
Ｄ
Ｚ
は
、
被
告
の
Ａ
Ｅ
社
で
、
ス
カ
イ
ダ
イ
ビ
ン
グ
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
二
〇

一
〇
年
六
月
、
Ｄ
Ｚ
の
上
司
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
交
際
相
手
を
通
じ
て
彼
の
性
的
指
向
に
つ
い
て
知
っ
た
直
後
、
当
該
上
司
か
ら
解
雇
さ
れ
た
。
Ｄ
Ｚ

は
、
Ａ
Ｅ
社
を
相
手
取
り
、
彼
が
性
的
指
向
及
び
性
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
沿
わ
な
い
こ
と
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
前
者
が
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
法
の
性
的
指
向
差
別
禁
止
規
定
に
、
後
者
が
第
七
編
に
違
反
す
る
と
し
て
提
訴
し
た
。

　

一
審
は
、
Ｄ
Ｚ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
の
下
で
性
的
指
向
の
差
別
の
訴
え
を
進
め
る
た
め
の
十
分
な
証
拠
は
あ
る
が
、
第
七
編
に
基
づ
く
性
的
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
に
関
し
て
は
、
Ｄ
Ｚ
は
原
告
に
課
さ
れ
た
当
初
の
要
証
事
実
を
証
明
し
な
か
っ
た
と
し
、
被
告
を
支
持
す
る
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン

ト
を
下
し
た
。
そ
の
後
、
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
が
性
差
別
に
含
ま
れ
る
と
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
が
判
断
し
た
後
、
Ｄ
Ｚ
は
同
裁
判
所
に
対
し
彼
の
第
七
編
に

基
づ
く
訴
え
を
再
度
審
査
す
る
（reinstate

）
こ
と
を
求
め
た
。
同
裁
判
所
は
、
第
七
編
が
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
を
禁
止
し
て
い
な
い
と
判
断
し

たSim
onton v. Runyon

判
決
が
未
だ
先
例
と
し
て
の
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
と
判
断
し
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
Ｄ
Ｚ
は
控
訴
し
た
。
第
二
巡
回

区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
ま
ず
三
裁
判
官
合
議
体
（panel

）
で
、
先
例
は
全
員
法
廷
（en banc

）
に
よ
っ
て
の
み
覆
さ
れ
る
と
し
て
、
Ｄ
Ｚ
に
よ
る

Sim
onton

判
決
の
破
棄
の
求
め
を
斥
け
た
。
そ
の
後
全
員
法
廷
を
招
集
し
た
同
裁
判
所
は
先
例
を
覆
し
、
性
的
指
向
の
差
別
が
、
少
な
く
と
も
一
部

に
お
い
て
性
別
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
性
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
基
づ
く
こ
と
、
特
定
の
性
別
間
の
交
際
に
反
対
す
る
関
係
性
差
別
（associa-

tional discrim
ination

）
に
基
づ
く
こ
と
か
ら
、
性
差
別
の
一
部
分
（a subset
）
で
あ
る
と
結
論
し
、
一
審
判
決
を
一
部
破
棄
差
戻
し
一
部
認
容
し

た
。

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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③　

R.G. &
 G.R. H

arris Funeral H
om

es v. EEO
C

事
件

　

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
女
性
で
あ
る
原
告
の
Ａ
Ｓ
は
、
二
〇
〇
七
年
に
出
生
時
に
割
当
て
ら
れ
た
性
別
で
あ
る
男
性
と
し
て
被
告
の
Ｈ
Ｆ
社
へ
入
社

し
、
六
年
間
勤
務
し
た
。
二
〇
一
三
年
七
月
、
Ａ
Ｓ
は
、
自
身
の
性
自
認
が
女
性
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
以
降
女
性
と
し
て
勤
務
す
る
つ
も
り
で
あ
る

こ
と
を
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
上
司
で
あ
る
Ｔ
Ｒ
へ
伝
え
た
後
に
解
雇
さ
れ
た
。
彼
女
は
Ｈ
Ｆ
社
で
勤
務
す
る
間
に
昇
進
を
果
た
し
て
お
り
、
当
該

解
雇
は
職
務
成
績
と
何
ら
関
係
な
か
っ
た
。

　

Ａ
Ｓ
は
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
に
性
差
別
の
申
告
を
行
い
、
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
が
代
理
人
と
な
っ
て
Ｈ
Ｆ
社
を
相
手
取
り
、
ミ
シ
ガ
ン
州
東
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
へ

提
訴
し
た
。
同
裁
判
所
は
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
地
位
は
第
七
編
の
下
で
保
護
さ
れ
て
い
な
い
が
、
Ａ
Ｓ
が
被
告
社
の
性
別
又
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に

基
づ
く
選
好
、
期
待
、
又
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
沿
わ
な
い
た
め
に
差
別
さ
れ
た
こ
と
が
、
第
七
編
の
下
で
禁
止
さ
れ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
の
性
差

別
（gender-discrim

ination

）
と
な
る
と
判
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
最
終
的
に
、
宗
教
的
自
由
回
復
法
（Religious Freedom

 Restoration 

A
ct 

：
Ｒ
Ｆ
Ｒ
Ａ
）
に
基
づ
き
、
Ｔ
Ｒ
と
Ｈ
Ｆ
社
の
宗
教
の
自
由
へ
相
当
程
度
の
負
荷
を
か
け
る
第
七
編
の
執
行
が
、
最
も
制
限
的
で
は
な
い
手
段
で

あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
被
告
を
支
持
す
る
判
決
を
下
し
た
。

　

Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
の
上
訴
を
受
け
た
第
六
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
少
な
く
と
も
一
部
に
お
い
て
被
用
者
の
性
別
に
動
機
付
け
ら
れ
ず
に
、
被
用
者
の

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
解
雇
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
の
差
別
は
必
然
的
に
第
七
編
の

性
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
の
禁
止
に
関
係
す
る
と
判
示
し
た
。
加
え
て
同
裁
判
所
は
、
Ｔ
Ｒ
及
び
Ｈ
Ｆ
社
の
宗
教
上
の
自
由
の
抗
弁
に
対
し
、
合
衆
国

最
高
裁
判
所
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
が
宗
教
の
自
由
に
優
越
す
る
と
承
認
し
て
お
り
、
第
七
編
の
執
行
が
性
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
基
づ
く
差
別
を

職
場
か
ら
一
掃
す
る
と
い
う
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
の
利
益
を
促
進
す
る
た
め
の
最
も
制
限
的
で
は
な
い
手
段
で
あ
る
と
判
示
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
を
支
持
す
る
判
決
を

下
し
た
。

【
判
旨
】

〈Gorsuch

判
事
が
執
筆
し
、Roberts

首
席
判
事
、Ginsburg

判
事
、Breyer

判
事
、Sotom

ayor

判
事
及
びK

agan

判
事
が
同
意
し
た
法
廷
意

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）
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見
〉

　
「
第
七
編
に
お
い
て
、
連
邦
議
会
は
、
人
種
、
肌
の
色
、
宗
教
、
性
別
、
出
身
国
に
基
づ
く
差
別
を
違
法
と
し
た
。
…
…
同
性
愛
あ
る
い
は
ト
ラ
ン

ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
個
人
を
解
雇
し
た
使
用
者
は
、
そ
の
個
人
を
、
異
な
っ
た
性
別
の
メ
ン
バ
ー
に
お
い
て
は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
諸
特

徴
と
行
動
を
理
由
に
解
雇
し
た
。
性
別
は
こ
の
判
断
に
お
い
て
、
不
可
欠
か
つ
露
骨
な
（undisguisable

）
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
第
七

編
が
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
」。

　
「
書
か
れ
た
言
葉
の
み
が
法
律
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
て
の
人
が
そ
の
利
益
を
享
受
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」。「
当
法
廷
は
通
常
、
法
令
を
、

そ
の
制
定
時
の
そ
の
文
言
に
関
す
る
一
般
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
意
味
（ordinary public m

eaning

）
に
従
っ
て
解
釈
し
て
い
る
」。「
裁
判
所
が
、
法

文
以
外
の
情
報
源
（extratextual sources

）
と
我
々
の
創
造
力
だ
け
に
動
機
づ
け
ら
れ
、
元
の
法
令
の
文
言
に
追
加
、
あ
る
い
は
改
定
、
更
新
、

棄
損
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
国
民
の
代
表
者
た
ち
の
た
め
に
確
保
さ
れ
て
い
る
立
法
過
程
の
外
で
法
を
改
正
す
る
リ
ス
ク
を
冒
す
だ

ろ
う
。
そ
し
て
我
々
は
、
国
民
が
彼
ら
の
権
利
及
び
義
務
を
決
定
す
る
と
期
待
す
る
当
該
法
律
の
原
意
に
依
拠
し
続
け
る
権
利
を
否
定
す
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」。「
我
々
は
、
以
下
の
第
七
編
の
命
令
に
お
け
る
一
般
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
意
味
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、『
使

用
者
が
、
個
人
の
人
種
、
肌
の
色
、
宗
教
、
性
別
、
出
身
国
を
理
由
と
し
て
、
当
該
個
人
の
雇
用
の
拒
否
、
若
し
く
は
解
雇
す
る
こ
と
、
又
は
、
そ
の

他
の
方
法
で
、
雇
用
上
の
賃
金
、
条
件
、
特
権
に
つ
い
て
差
別
す
る
こ
と
は
…
…
違
法
で
あ
る
』（42 U

.S.C. § 2000e-2 (a) (1)

）」
の
意
味
で
あ
る
。

（
一
）　

性
別
を
理
由
と
し
た
差
別

①　

性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
の
意
味

　
「
本
日
の
事
件
に
お
い
て
争
点
と
な
る
法
的
に
唯
一
保
護
さ
れ
た
特
徴
は
、『
性
別
（sex

）』
で
あ
る
」。
我
々
は
、「
一
九
六
四
年
に
そ
こ
で
用
い
ら

れ
た
『
性
別
』
と
い
う
言
葉
が
、
生
殖
生
物
学
（reproductive biology

）
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
、
男
性
又
は
女
性
と
し
て
の
地
位
」
を
指
し
た

…
…
と
の
前
提
の
下
に
進
め
る
」。
だ
が
「
問
題
は
、
た
だ
『
性
別
』
が
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
第
七
編
が
そ
れ
に
つ
い
て
言
わ
ん
と
し
た
こ
と

で
あ
る
。
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
当
該
法
律
が
、
使
用
者
に
『
性
別
を
理
由
と
し
て
』、
特
定
の
行
動
を
と
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」。

（阪大法学）70（5-502）　1258〔2021. 1 〕
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「
こ
れ
は
、
第
七
編
の
『
を
理
由
と
し
て
（because of

）』
テ
ス
ト
が
、but-for

の
因
果
関
係
に
お
け
る
『
単
純
』
で
『
伝
統
的
な
』
基
準
を
包
含

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」。「
こ
の
因
果
関
係
の
形
態
は
、
意
図
さ
れ
る
原
因
が
『
な
か
っ
た
な
ら
ば
（but for

）』
特
定
の
結
果
が
起
き
な
か
っ
た
だ

ろ
う
場
合
は
必
ず
証
明
さ
れ
る
。
…
…
換
言
す
れ
ば
、but-for

テ
ス
ト
は
、
我
々
に
そ
の
時
点
の
一
つ
の
こ
と
を
変
化
さ
せ
、
結
果
が
変
化
す
る
か

否
か
を
審
査
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
。
も
し
そ
れ
が
変
化
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、『but-for

』
の
因
果
関
係
を
認
定
す
る
」。「
こ
れ
は
、
広
範
な
基

準
（sw

eeping standard

）
に
な
り
う
る
。
概
し
て
、
物
事
に
は
複
数
の
『but-for

』
の
要
因
が
あ
る
」。
第
七
編
に
お
い
て
は
、「
そ
の
異
議
申
し

立
て
さ
れ
る
雇
用
上
の
決
定
に
寄
与
す
る
、
い
く
つ
か
の
他
の

4

4

要
因
を
挙
げ
る
こ
と
だ
け
で
は
責
任
が
免
除
さ
れ
え
な
い
」。「
原
告
の
性
別
が
そ
の
決

定
の
一
つ
の
『but-for
』
の
原
因
で
あ
っ
た
限
り
、
法
を
発
動
す
る
の
に
は
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
」。

　
「
第
七
編
は
全
て
の
解
雇
に
関
与
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
解
雇
が
差
別
を
含
む
も
の
だ
っ
た
場
合
に
の
み
関
与
す
る
」
た
め
、
問
題
は
、

「
一
九
六
四
年
に
、『
差
別
』
が
意
味
し
た
こ
と
は
何
か
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
雇
用
上
の
「
処
遇
に
お
い
て
違
い
を
生
み
、
あ
る
い

は
（
他
方
と
比
較
し
て
一
方
を
）
支
持
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
故
に
、
個
人
を
差
別
す
る
こ
と
は
、
同
様
の
状
況
に
あ
る
他
の
者
よ
り
も
、
そ
の
者

を
不
利
に
（w

orse

）
処
遇
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」。「
性
別
に
基
づ
く
処
遇
の
違
い
は
意
図
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「
以
上
を
と
も

に
考
慮
す
る
と
、
性
別
を
理
由
と
し
て
意
図
的
に
そ
の
者
を
不
利
に
処
遇
す
る
（
他
方
の
性
別
の
個
人
に
は
許
さ
れ
る
行
動
や
特
質
を
理
由
に
、
そ
の

者
を
解
雇
す
る
等
）
使
用
者
は
、
第
七
編
に
違
反
し
、
そ
の
者
を
差
別
し
て
い
る
」。

　

第
七
編
は
、「『
使
用
者
は
、
個
人

4

4

の
…
…
性
別
を
理
由
と
し
て
、
当
該
個
人

4

4

の
雇
用
の
拒
否
、
若
し
く
は
解
雇
す
る
こ
と
、
又
は
、
そ
の
他
の
方
法

で
…
…
、
雇
用
上
の
賃
金
、
条
件
、
特
権
に
つ
い
て
差
別
』
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
こ
と
で
、「
集
団
で
は
な
く
、
個
人
に
着
目
す
べ
き
」

で
あ
る
と
語
る
。「
使
用
者
が
個
人
と
し
て
の
女
性
を
男
性
よ
り
も
不
利
に
処
遇
し
た
一
方
で
、
全
体
と
し
て
は
女
性
の
被
用
者
を
優
遇
し
て
扱
っ
た

と
述
べ
る
こ
と
は
何
の
弁
明
に
も
な
ら
な
い
。
当
該
使
用
者
は
、
一
部
で
彼
女
の
性
別
を
理
由
と
し
て
、
そ
の

4

4

女
性
を
不
利
に
処
遇
し
た
こ
と
へ
の
責

任
を
負
う
。
使
用
者
が
、
そ
れ
が
男
性
と
女
性
双
方
を
、
性
別
を
理
由
と
し
て
差
別
し
た
と
述
べ
る
こ
と
も
何
の
弁
明
に
も
な
ら
な
い
。
当
該
法
律
は
、

双
方
の
性
別
の
個
人
を
差
別
か
ら
保
護
し
、
そ
し
て
平
等
に
そ
う
す
る
よ
う
機
能
す
る
」。
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②　

性
別
に
基
づ
く
差
別
と
同
性
愛
又
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
対
す
る
差
別

　
「
原
告
の
性
別
以
外
に
他
の
要
因
が
あ
っ
た
と
し
て
も
」、「
使
用
者
が
被
用
者
の
解
雇
を
決
定
す
る
際
に
、
意
図
的
に
、
一
部
で
被
用
者
個
人
の
性

別
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
─
─
換
言
す
れ
ば
、
も
し
被
用
者
の
性
別
の
変
更
が
、
使
用
者
の
異
な
っ
た
選
択
を
生
じ
さ
せ
る
な
ら
ば
─
─
、
法
律
違
反

が
生
じ
る
」。「
個
人
の
性
別
に
基
づ
く
差
別
な
し
に
、
同
性
愛
者
又
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
者
を
差
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
」。「
例
え
ば
、

男
性
に
魅
力
を
感
じ
る
二
人
の
被
用
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
を
想
起
せ
よ
。
こ
の
二
人
は
、
使
用
者
の
意
識
に
お
い
て
は
、
一
人
が
男
性
で
も
う
一
人

が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
除
い
て
、
全
て
の
点
で
実
質
的
に
同
じ
（m
aterially identical

）
で
あ
る
。
も
し
、
使
用
者
が
、
男
性
被
用
者
が
男
性
に
惹

か
れ
る
と
い
う
事
実
以
外
に
何
の
理
由
も
な
く
当
該
被
用
者
を
解
雇
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
使
用
者
は
、
同
僚
女
性
に
は
許
さ
れ
て
い
る
男
性
被
用
者
の

特
徴
や
行
為
を
理
由
に
彼
を
差
別
し
て
い
る
」。
つ
ま
り
「
当
該
使
用
者
は
、
意
図
的
に
、
そ
の
被
用
者
の
性
別
を
一
部
理
由
と
し
て
解
雇
す
る
た
め

に
被
用
者
を
選
び
出
し
た
。
そ
し
て
、
影
響
を
及
ぼ
し
た
被
用
者
の
性
別
は
、
彼
の
解
雇
に
お
い
てbut-for

の
原
因
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
生
ま

れ
た
と
き
は
男
性
と
同
定
さ
れ
た
（identified

）
が
、
現
在
で
は
、
女
性
を
自
認
す
る
（identify

）
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
者
を
解
雇
す
る
使
用

者
を
考
え
て
み
よ
。
も
し
、
使
用
者
が
、
生
ま
れ
た
時
は
女
性
で
あ
る
と
同
定
さ
れ
た
が
、
他
の
点
で
は
同
一
の
被
用
者
を
雇
用
し
続
け
る
な
ら
ば
、

当
該
使
用
者
は
、
意
図
的
に
、
生
ま
れ
た
時
に
は
女
性
と
同
定
さ
れ
た
被
用
者
に
は
許
さ
れ
る
特
徴
や
行
動
を
理
由
と
し
て
、
生
ま
れ
た
時
に
男
性
で

あ
る
と
同
定
さ
れ
た
者
を
罰
し
て
い
る
。
再
び
、
被
用
者
個
人
の
性
別
が
、
こ
の
解
雇
決
定
に
お
い
て
明
確
で
容
認
で
き
な
い
働
き
を
し
て
い
る
」。

　
「
同
性
愛
及
び
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
地
位
は
、
性
別
に
密
接
に
結
び
つ
く
。
…
…
こ
れ
ら
の
根
拠
に
基
づ
く
差
別
の
た
め
に
は
、
使
用
者
は
、

被
用
者
個
人
を
意
図
的
に
彼
ら
の
性
別
を
理
由
と
し
て
異
な
っ
て
扱
う
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
」。「
使
用
者
が
、
一
人
の
被
用
者
を
、
そ
の
性
別
を
理
由

と
し
て
不
利
に
処
遇
す
る
場
合
、
他
の
要
因
が
そ
の
決
定
に
寄
与
し
た
可
能
性
は
問
題
で
は
な
い
」。「
使
用
者
が
、
そ
の
性
別
が
な
け
れ
ば
被
用
者
を

解
雇
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
当
該
法
律
の
因
果
関
係
の
基
準
が
満
た
さ
れ
、
責
任
が
課
さ
れ
る
」。
ま
た
、「
使
用
者
が
、
同
性
愛
や
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
被
用
者
を
差
別
す
る
場
合
に
、
性
別
が
必
然
的
にbut-for

の
原
因
と
な
る
の
と
全
く
同
様
に
、
こ
れ
ら
の
根
拠
で
差
別
す
る
使
用
者
は
、
そ

の
意
思
決
定
に
お
い
て
、
必
然
的
に
性
別
に
依
拠
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

」。
つ
ま
り
「
使
用
者
が
同
性
愛
又
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
被
用

者
に
対
し
差
別
す
る
た
め
に
は
、
意
図
的
に
、
一
部
で
性
別
に
基
づ
い
て
、
男
性
個
人
と
女
性
個
人
に
対
し
差
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
常
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に
、
第
七
編
の
率
直
な
文
言
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
」。

③　

先
例
を
用
い
た
論
証

　
「Phillips v. M

artin M
arietta Corp.

事
件
（400 U

. S. 542 

（1971

）（per curiam

））
に
お
い
て
、
企
業
は
、
幼
い
子
ど
も
の
い
る
女
性
の
雇

用
を
拒
否
し
た
が
、
同
年
齢
の
子
ど
も
の
い
る
男
性
は
雇
用
し
た
。
そ
の
差
別
が
、
被
用
者
の
女
性
と
い
う
性
別
の
み
な
ら
ず
、
他
の
基
準
に
も
基
づ

い
た
と
い
う
理
由
で
─
─
即
ち
幼
い
子
ど
も
の
保
護
者
で
あ
る
こ
と
─
─
、
当
該
企
業
は
、
性
別
『
を
理
由
と
し
て
』
差
別
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
と

主
張
し
た
。
当
該
企
業
は
ま
た
、
全
体
と
し
て
は
、
男
性
よ
り
も
女
性
を
雇
用
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
法
に
違
反
し

て
い
な
か
っ
た
と
も
主
張
し
た
」。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
、「
第
七
編
に
対
し
何
の
抗
弁
（defense

）
も
も
た
ら
さ
な
い
」。「Los A

ngeles 

D
ept. of W

ater and Pow
er v. M

anhart

事
件
（435 U

. S. 702, 98 1370, 55 657 

（1978

））
で
は
、
使
用
者
が
女
性
に
男
性
よ
り
も
多
額
の
年

金
基
金
拠
出
を
求
め
た
。
使
用
者
は
そ
の
別
異
取
扱
い
を
、
女
性
が
男
性
よ
り
も
寿
命
が
長
い
傾
向
に
あ
り
、
従
っ
て
経
時
的
に
、
年
金
基
金
か
ら
よ

り
多
く
の
額
を
受
領
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
基
づ
く
と
し
て
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
」。
だ
が
、「
当
法
廷
は
、
集
団
レ
ベ
ル
で
は
公
平
に
見
え
る

規
則
が
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
差
別
的
に
展
開
し
う
る
こ
と
を
承
認
し
」、「
そ
の
行
動
が
、
両
性
の
集
団
全
体
の
平
等
を
達
成
す
る
と
い
う
望
み
に
動

機
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
使
用
者
の
主
張
を
無
関
係
な
も
の
と
し
て
退
け
た
」。「O

ncale v. Sundow
ner O

ffshore Services, Inc.

事
件
（523 U

. S. 

75, 118 998, 140 201 

（1998

））
で
は
、
男
性
の
原
告
が
、
男
性
同
僚
ら
か
ら
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
対
象
に
選
び
出
さ
れ
た
と
訴
え

た
。
当
法
廷
は
、
被
害
者
と
同
性
の
メ
ン
バ
ー
が
差
別
を
行
っ
た
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。
当
法
廷
は
、
集
団
と
し
て
の
男
性
が
差
別
に

服
し
た
か
否
か
、
あ
る
い
は
、
原
告
の
行
為
又
は
個
人
的
な
特
徴
の
よ
う
な
、
性
別
に
加
え
た
い
く
つ
か
の
こ
と
が
差
別
の
原
因
に
な
っ
た
の
か
否
か

は
重
要
で
は
な
い
と
判
示
し
た
」。

　

以
上
の
先
例
の
「
教
訓
」
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
に
、「
使
用
者
に
よ
る
そ
の
差
別
的
な
慣
行
の
呼
び
方
、
そ
れ
に
関
す
る
他
の
人
の

分
類
の
仕
方
、
又
は
他
に
動
機
づ
け
る
も
の
は
無
関
係
で
あ
る
」。
第
二
に
、「
原
告
の
性
別
は
、
使
用
者
に
よ
る
不
利
益
な
処
遇
の
唯
一
の
、
又
は
主

た
る
原
因
で
あ
る
必
要
は
な
い
」。「
故
に
、
本
件
で
も
ま
た
、
原
告
が
惹
か
れ
る
性
別
又
は
表
現
す
る
性
別
と
い
っ
た
他
の
要
素
が
作
用
し
て
い
る
可
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能
性
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
使
用
者
の
決
定
に
お
い
て
よ
り
重
要
な
役
割
を
果
た
す
か
否
か
は
重
要
で
は
な
い
」。
第
三
に
、「
使
用
者
は
、
男
性
と
女

性
を
集
団
と
し
て
同
等
に
扱
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。「
同
様
に
、
一
部
で
そ
の
個
人
の
性
別
を
理
由
と
し
て
、

同
性
愛
又
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
被
用
者
個
人
を
意
図
的
に
解
雇
す
る
使
用
者
は
、
た
と
え
当
該
使
用
者
が
、
男
性
と
女
性
の
同
性
愛
又
は
ト
ラ

ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
被
用
者
を
同
一
の
規
則
に
服
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
当
該
法
律
に
違
反
す
る
」。

（
二
）　

そ
の
他
の
使
用
者
の
抗
弁
に
つ
い
て

①　

意
図
要
件
及
び
「but-for

」
テ
ス
ト
の
厳
格
度

　
「
使
用
者
た
ち
が
、
応
募
者
の
性
別
を
知
ら
ず
に
ゲ
イ
又
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
個
人
の
雇
用
を
拒
否
す
る
」
場
合
で
も
、「
応
募
者
個
人
の
性

別
は
、
こ
の
雇
用
上
の
決
定
に
お
け
る
要
素
と
し
て
な
お
重
要
で
あ
る
」。「
応
募
者
が
性
別
を
考
え
ず
に
」、
応
募
用
紙
の
「
同
性
愛
又
は
ト
ラ
ン
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
項
目
に
印
を
つ
け
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
方
法
は
な
い
」。
ま
た
「
使
用
者
が
、
同
性
愛
又
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
項
目
に
印
を

つ
け
る
人
々
に
対
し
て
、
一
部
で
応
募
者
の
性
別
を
理
由
と
せ
ず
に
差
別
で
き
る
方
法
は
な
い
」。

　
「but-for

因
果
関
係
テ
ス
ト
…
…
を
Ｇ
Ｂ
に
適
用
す
る
場
合
」、「
我
々
は
、
彼
の
性
的
指
向
も
変
化
さ
せ
て
い
る
（
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
か
ら
ヘ
テ

ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
へ
）」
が
、「
性
的
指
向
は
一
定
に
保
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
─
─
彼
の
性
別
と
、
彼
が
惹
か
れ
る
性
別
の
双
方
を
変
え
る
必
要
が
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
─
─
」
か
。
だ
が
、「
第
七
編
の
率
直
な
文
言
、
そ
し
て
我
々
の
先
例
は
、
使
用
者
が
男
性
と
女
性
を
、
集
団
と
し
て
同
等
に
扱

う
か
ど
う
か
は
気
に
か
け
な
い
。
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
ゲ
イ
男
性
を
等
し
く
解
雇
す
る
使
用
者
は
、
そ
の
責
任
を
免
除
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
二
倍
に
す

る
」。「
反
対
の
性
別
の
メ
ン
バ
ー
が
同
一
の
方
針
か
ら
同
じ
結
果
に
直
面
す
る
か
も
し
れ
な
い
場
合
、
性
別
は
ど
の
よ
う
に
そ
の
結
果
に
必
要
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
…
…
多
く
の
場
合
、
人
生
と
法
に
お
い
て
、but-for

の
二
つ
の
要
因
が
組
み
合
わ
さ
り
、
何
か
他
の
方
法
で
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る

結
果
を
生
じ
さ
せ
る
。
…
…
例
え
ば
、
同
性
愛
者
の
被
用
者
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
男
性
の
性
別
と
男
性
に
惹
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
結
合
し
て

彼
ら
を
解
雇
さ
せ
う
るbut-for

の
要
因
で
あ
」
り
、
こ
こ
で
は
「
性
別
が
、
不
可
欠
な
（essential

）
なbut-for

の
役
割
を
果
た
す
」。
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Bostock v. Clayton Cty. 事件連邦最高裁判決

②　

第
七
編
に
期
待
さ
れ
た
効
果

　
「
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
け
る
当
該
法
律
の
適
用
は
、
立
法
者
た
ち
が
取
り
組
も
う
と
意
図
し
た
、
又
は
期
待
し
た
か
も
し
れ
な
い
『
最
も

重
要
な
害
悪
（principal evil

）
を
超
え
』
る
」。
だ
が
、「
こ
の
制
定
法
が
、
連
邦
議
会
が
明
確
に
予
想
し
な
か
っ
た
状
況
へ
と
適
用
さ
れ
て
い
る
と

い
う
事
実
」
は
、「
不
明
瞭
性
を
証
明
す
る
の
で
は
く
…
…
単
純
に
、
立
法
府
の
命
令
の
『
幅
広
さ
を
証
明
す
る
』」。

　
「
当
該
法
律
の
制
定
当
時
に
政
治
的
に
不
人
気
な
集
団
…
…
を
保
護
す
る
法
律
の
適
用
は
、
予
想
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
執
行
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
我
々
の
目
前
の
当
事
者
た
ち
が
当
該
法
律
の
成
立
当
時
に
は
た
ま
た
ま
不
人
気
だ
と
い
う
理
由

で
、
法
解
釈
者
と
し
て
の
我
々
の
役
割
を
放
棄
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
強
者
又
は
人
気
の
あ
る
者
に
正
義
の
基
準
を
傾
け
、
ま
た
、

全
て
の
人
に
当
該
法
律
の
文
言
か
ら
利
益
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
約
束
を
反
故
に
す
る
だ
ろ
う
」。「
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
第
七
編
の
性
別
規

定
の
適
用
は
、
当
該
法
律
が
制
定
さ
れ
た
時
点
で
は
『
予
期
さ
れ
な
か
っ
た
』」。「
第
七
編
に
よ
る
雇
用
上
の
性
差
別
の
禁
止
は
、
連
邦
公
民
権
法
の

重
要
な
一
部
で
あ
る
。
そ
れ
は
完
全
に
広
汎
な
言
葉
で
書
か
れ
て
お
り
、
…
…
予
期
さ
れ
な
い
適
用
を
繰
り
返
し
生
み
出
し
て
い
る
。
連
邦
議
会
の
重

要
な
起
草
上
の
選
択
─
─
単
に
集
団
間
の
差
別
で
は
な
く
、
個
人
に
対
す
る
差
別
に
着
目
し
、
性
別
が
原
告
の
損
害
のbut-for

の
原
因
で
あ
る
場
合

は
常
に
使
用
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
─
─
は
、
実
質
的
に
、
予
期
さ
れ
な
い
適
用
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
現
わ
れ
る
こ
と
を
保
障
し
た
」。

　
「
法
令
へ
の
追
加
を
控
え
る
こ
と
を
我
々
に
要
求
す
る
の
と
同
じ
司
法
上
の
謙
虚
さ
が
、
そ
れ
ら
を
減
じ
る
こ
と
を
控
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
」。

「
裁
判
官
た
ち
は
、
意
図
の
予
想
又
は
予
期
に
関
す
る
当
て
推
量
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
根
拠
に
し
て
、
率
直
な
法
令
の
命
令
を
無
視
す
る
自
由
を
持
た

な
い
。
第
七
編
に
お
い
て
連
邦
議
会
は
、
被
用
者
の
解
雇
を
決
定
す
る
際
に
、
使
用
者
が
そ
の
被
用
者
の
性
別
に
依
拠
す
る
こ
と
を
違
法
と
す
る
広
汎

な
言
葉
を
採
用
し
た
。
我
々
は
今
日
、
こ
の
立
法
府
の
選
択
の
必
然
的
な
結
果
を
承
認
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
な
い
」。

③　

本
判
決
の
余
波

　
「
当
該
使
用
者
た
ち
は
、
我
々
の
決
定
が
第
七
編
を
超
え
て
、
性
差
別
を
禁
止
す
る
他
の
連
邦
法
又
は
州
法
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
懸
念
す
る
。
そ
し

て
、
彼
ら
は
、
第
七
編
そ
れ
自
体
の
下
で
は
、
性
別
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
ト
イ
レ
（bathroom

s

）、
更
衣
室
、
服
装
規
定
が
、
我
々
の
判
決
の
後
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に
は
持
続
で
き
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
い
う
。
だ
が
我
々
は
、
そ
れ
ら
の
条
件
の
意
味
に
関
し
対
立
す
る
当
事
者
間
で
の
審
査
（adversarial 

testing

）
に
よ
る
利
益
を
持
っ
て
い
な
い
。
ま
た
我
々
は
今
日
、
か
か
る
問
題
を
前
も
っ
て
判
断
し
な
い
」。「
他
の
方
針
又
は
慣
行
が
、
違
法
な
差

別
と
み
な
さ
れ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
第
七
編
の
他
の
規
定
の
下
で
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
は
、
本
件
で
は
な
く
、
将
来
の
事
件
で
あ
る
」。

　
「
当
該
使
用
者
は
、
本
件
の
よ
う
な
事
件
に
お
い
て
第
七
編
の
要
件
に
準
拠
す
る
こ
と
が
、
幾
人
か
の
使
用
者
た
ち
に
、
彼
ら
の
宗
教
上
の
信
念
に

背
く
こ
と
を
求
め
る
可
能
性
に
つ
い
て
懸
念
す
る
。
我
々
も
ま
た
、
我
々
の
憲
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
宗
教
の
自
由
の
保
障
を
守
る
こ
と
に
強
い
関

心
が
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
保
障
は
、
我
々
の
多
元
的
社
会
の
核
心
に
位
置
し
て
い
る
。
だ
が
、
第
七
編
が
宗
教
上
の
自
由
と
ど
の
よ
う
に
交
わ
る
可
能

性
が
あ
る
の
か
に
関
す
る
憂
慮
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
当
該
法
律
の
制
定
以
前
で
さ
え
存
在
し
て
い
る
。
当
該
法
律
の
制
定
の
審
議

の
結
果
と
し
て
、
連
邦
議
会
は
、
宗
教
組
織
の
た
め
の
明
確
な
法
令
上
の
例
外
を
含
め
た
（42 U

.S.C. § 2000e-1 (a)

）。
当
法
廷
も
ま
た
、
修
正
第

一
条
が
、『
宗
教
法
人
と
そ
の
聖
職
者
ら
の
間
の
雇
用
関
係
に
関
す
る
訴
え
』
に
雇
用
差
別
法
を
適
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
得
る
こ
と
を
認
め
た
」。

「
ま
た
、
連
邦
議
会
は
、
一
九
九
三
年
宗
教
的
自
由
回
復
法
（
Ｒ
Ｆ
Ｒ
Ａ
）（107 Stat. 1488, codified at 42 U

. S.C. § 2000bb et seq.

）
に
お
い

て
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
。
当
該
法
令
は
、
そ
れ
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
利
益
を
促
進
す
る
最
も
制
限
的
で
は

な
い
手
段
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
、
連
邦
政
府
が
個
人
の
宗
教
の
自
由
の
行
使
に
相
当
程
度
の
負
担
を
か
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る
（§ 

2000bb-1

）。
Ｒ
Ｆ
Ｒ
Ａ
は
、
他
の
連
邦
法
の
通
常
の
作
用
に
置
き
換
わ
る
超
法
律
の
一
種
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
、
適
切
な
事
件
に
お
い
て
は
、

第
七
編
の
命
令
に
優
先
す
る
可
能
性
が
あ
る
」。
し
か
し
な
が
ら
、「
こ
れ
ら
の
宗
教
の
自
由
を
保
護
す
る
理
論
が
第
七
編
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
も

ま
た
、
将
来
の
問
題
で
あ
る
」。

〈A
lito

判
事
が
執
筆
し
、T

hom
as

判
事
が
同
意
し
た
反
対
意
見
〉

　
「『
性
的
指
向
』
も
、『
性
自
認
』
も
」、
第
七
編
の
禁
止
す
る
「
リ
ス
ト
に
は
な
い
」。「
今
日
の
理
解
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
『
性
別
』
を
理
由
と
し

た
差
別
の
概
念
は
、『
性
的
指
向
』
又
は
『
性
自
認
』
を
理
由
と
し
た
差
別
と
異
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
の
義
務
は
、
法
令
の
文
言
を
、
そ
れ

4

4

ら
が
書
か
れ
た
当
時
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

通
常
の
人
々
に
伝
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
」。
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①　
「
性
別
を
理
由
と
し
た
」
差
別

　

第
七
編
の
「
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
」
は
、「
一
九
六
四
年
に
お
い
て
は
、
男
性
と
女
性
が
生
ま
れ
た
時
に
有
す
る
、
遺
伝
子
上
の
（genetic

）、

そ
し
て
、
身
体
構
造
上
の
（anatom

ical

）
諸
特
徴
を
理
由
と
し
た
差
別
を
意
味
」
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
は
…
…
争

点
と
な
る
個
人
が
、
生
物
学
的
に
男
性
又
は
女
性
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
た
差
別
を
意
味
す
る
」。「
我
々
が
判
断
す
べ
き
問
題
は
」、「『
使
用
者
が

単
に
、
被
用
者
又
は
応
募
者
の
性
的
指
向
又
は
性
自
認
を
理
由
と
し
て
雇
用
上
の
措
置
を
採
っ
た
場
合
、
そ
の
使
用
者
は
必
然
的
に
生
物
学
的
性
別
を

理
由
に
差
別
を
し
た
か
？
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。

　
「『
性
別
』、『
性
的
指
向
』、
そ
し
て
『
性
自
認
』
は
、
法
廷
意
見
が
認
め
た
よ
う
に
、
異
な
る
概
念
」
で
あ
り
、「
第
七
編
は
、『
性
別
』
に
関
連
し
、

そ
れ
に
基
づ
き
、
又
は
性
別
を
参
照
し
て
定
義
さ
れ
る
全
て
の
も
の
で
は
な
く
、
性
別
そ
れ
自
体

4

4

4

4

に
基
づ
く
差
別
を
禁
止
す
る
」。「
性
的
指
向
又
は
性

自
認
を
理
由
と
し
た
差
別
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
を
伴
う
わ
け
で
は
な
い
」。「
使
用
者
が
、
完
全
に
正
当
な
理
由
で
不
利
益

な
雇
用
上
の
措
置
を
採
る
場
合
（
例
え
ば
、
被
用
者
が
企
業
の
財
産
を
盗
ん
だ
と
い
う
理
由
で
）、
そ
の
措
置
は
、
た
だ
当
該
使
用
者
が
被
用
者
の
性

別
を
知
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
性
差
別
に
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
」。
ま
た
、
雇
用
の
「
応
募
者
が
、
自
分
の
性
別
や
惹
か
れ
る
者
の
性
別
を

知
ら
ず
に
同
性
愛
で
あ
る
か
ど
う
か
言
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
使
用
者
が
応
募
者
の
性
別
を
知
ら
ず
に
同
性
愛
に
基
づ
き
応
募
者
を
拒
否
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」。

　
「
法
廷
意
見
は
、『
個
人
の
性
別
を
理
由
と
し
て
差
別
す
る
こ
と
な
し
に
、
同
性
愛
又
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
者
を
差
別
す
る
こ
と
は
不
可

能
だ
』」
と
す
る
が
、「
同
性
愛
と
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
地
位
は
、
性
別
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
」
り
、「
性
的
指
向
又
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
地
位
を
理
由
と
し
た
差
別
が
、
本
質
的
あ
る
い
は
必
然
的
に
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
」。

②　

第
七
編
制
定
時
の
一
般
的
な
人
々
に
よ
る
「
性
差
別
」
の
解
釈

　
「
結
局
の
と
こ
ろ
重
要
な
こ
と
は
」、「
法
令
の
文
言
が
制
定
時
に
、
一
般
的
な
（ordinary
）
人
々
に
理
解
さ
れ
た
方
法
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

てScalia

判
事
は
、「
法
の
言
葉
は
、『
当
時
の
通
常
の
人
々

4

4

4

4

4

4

4

4

（reasonable people

）
に
そ
れ
ら
が
伝
え
た
事

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
意
味
す
る
』
と
主
張
す
る
」。
従
っ
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て
、「
条
文
主
義
が
適
切
に
理
解
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
令
が
制
定
さ
れ
た
社
会
的
文
脈
の
調
査
が
求
め
ら
れ
る
」。「
一
九
六
四
年
、
第
七
編
の

法
文
を
読
む
一
般
的
な
ア
メ
リ
カ
人
は
、
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
が
性
的
指
向
を
理
由
と
し
た
差
別
を
意
味
し
た
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
ま
し
て
や
性
自
認
な
ど
と
ん
で
も
な
い
。『
性
別
』
を
理
由
と
し
た
差
別
の
一
般
的
な
意
味

4

4

4

4

4

4

（ordinary m
eaning

）
は
、
性
的
指
向
や
性
自
認

で
は
な
く
、
人
の
生
物
学
的
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
だ
っ
た
」。

　
「Philips
事
件
、M

anhart

事
件
、O

ncale

事
件
の
三
つ
の
『
教
訓
』
…
…
の
ど
れ
も
、
我
々
の
目
前
の
問
題
の
解
決
に
は
役
立
た
な
い
。
最
初

の
教
訓
は
、『
使
用
者
に
よ
る
そ
の
差
別
的
な
慣
行
の
呼
び
方
、
そ
れ
に
関
す
る
他
の
人
の
分
類
の
仕
方
、
又
は
他
に
動
機
づ
け
る
も
の
は
無
関
係
で

あ
る
』
と
い
う
こ
と
だ
」。「
使
用
者
が
性
別
を
理
由
と
し
て
差
別
し
た
場
合
、
当
該
使
用
者
は
そ
の
行
為
が
何
で
あ
れ
責
任
を
負
う
が
、
当
該
使
用
者

の
行
為
が
性
差
別
で
な
い
場
合
、
法
律
は
適
用
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
教
訓
は
我
々
を
、
性
的
指
向
又
は
性
自
認
を
理
由
と
し
た
差
別
が
生

物
学
的
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
の
一
形
態
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
立
ち
返
ら
せ
る
」
が
、
答
え
は
否
で
あ
る
。「
教
訓
二
、『
原
告
の
性
別
は
、

使
用
者
に
よ
る
不
利
益
な
処
遇
の
唯
一
の
、
又
は
主
た
る
原
因
で
あ
る
必
要
は
な
い
』
も
同
様
に
役
立
た
な
い
」。「
本
質
的
な
問
題
─
─
性
的
指
向
又

は
性
自
認
を
理
由
と
し
た
差
別
が
性
差
別
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
─
─
は
、
ど
の
因
果
関
係
基
準
が
適
用
さ
れ
て
も
同
じ
に
な
ろ
う
」。「
教
訓
三
、

『
使
用
者
は
、
男
性
と
女
性
を
集
団
と
し
て
同
等
に
扱
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
』
も
無
関
係
だ
」。「
性
的
指
向

又
は
性
自
認
に
基
づ
い
て
等
し
く
差
別
す
る
使
用
者
は
、
性
別
に
関
係
な
く
、
全
て
の
影
響
を
受
け
る
個
人
に
同
一
の
基
準
を
適
用
し
て
い
る
」。

③　

連
邦
議
会
の
意
図

　
「
当
裁
判
所
の
多
く
の
裁
判
官
は
、
現
在
及
び
過
去
の
両
方
で
」、「
法
令
に
曖
昧
さ
が
あ
る
場
合
、
…
…
『
連
邦
議
会
の
意
図
』
に
関
す
る
他
の
証

拠
を
審
査
す
る
こ
と
が
適
切
だ
と
判
断
し
た
」。「
性
差
別
の
禁
止
規
定
は
」、「
規
則
委
員
会
委
員
長
（Chairm

an of the Rules Com
m

ittee

）
で

下
院
議
員
のH

ow
ard Sm

ith

に
よ
り
、『
最
終
盤
で
下
院
の
議
場
で
』」、「
毒
薬
条
項
と
し
て
追
加
」
さ
れ
た
。「Sm

ith

議
員
が
毒
薬
を
探
し
て
い

た
の
な
ら
ば
、
性
的
指
向
や
性
自
認
に
基
づ
く
差
別
を
禁
止
す
る
方
が
は
る
か
に
強
力
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、Sm

ith

下
院
議
員
も
他
の
ど
の
議
員
も
、

性
差
別
の
禁
止
が
そ
の
意
味
を
持
つ
可
能
性
に
つ
い
て
一
言
も
述
べ
な
か
っ
た
」。
下
院
議
員
の
動
機
が
「
何
で
あ
れ
、
性
差
別
の
禁
止
の
採
用

4

4

4

4

4

の
意
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味
は
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、『
ま
す
ま
す
社
会
的
に
認
知
さ
れ
、
受
容
さ
れ
て
い
る
、
女
性
の
権
利
の
擁
護
に
関
す

る
長
い
歴
史
』
の
中
で
生
ま
れ
、
女
性
に
と
っ
て
の
完
全
な
権
利
へ
の
道
に
お
い
て
画
期
的
な
成
果
を
示
し
た
。『
対
照
的
に
、
同
性
愛
者
の
男
性
と

女
性
に
対
す
る
差
別
は
、
ス
ト
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
事
件
（Stonew

all

）
以
前
の
暗
い
時
代
に
は
、
…
…
公
の
議
論
の
俎
上
に
は
乗
ら
な
か
っ
た
』」。

④　
「
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
」
の
拡
張
の
影
響

　
「
法
廷
意
見
が
現
在
採
用
す
る
立
場
は
、
宗
教
の
自
由
、
表
現
の
自
由
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
安
全
を
脅
か
す
だ
ろ
う
」。

　
（
ａ
）
ト
イ
レ
、
更
衣
室
、
そ
の
他
の
類
の
も
の

　

こ
の
主
題
は
、「
異
性
の
メ
ン
バ
ー
と
彼
ら
が
み
な
す
個
人
の
前
で
脱
衣
し
、
ト
イ
レ
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
多
く
の
人
々
に
と
っ
て

懸
念
事
項
だ
。
性
暴
力
又
は
虐
待
の
被
害
を
受
け
た
女
性
に
と
っ
て
、
ト
イ
レ
や
更
衣
室
と
い
っ
た
密
室
か
つ
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
場
所
で
、
男
性
の
身

体
で
服
を
着
て
い
な
い
人
を
見
る
と
い
う
経
験
は
、
深
刻
な
精
神
的
被
害
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
」。「
し
か
し
な
が
ら
、
当
裁
判
所
の
判
決
の
下
で
ト

ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
は
、
彼
ら
が
自
認
す
る
性
別
の
人
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
ト
イ
レ
や
更
衣
室
を
使
う
権
利
を
持
つ
と
主
張
す
る
可
能
性
が

あ
る
」。
ま
た
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
言
葉
は
、「
性
自
認
が
混
合
す
る
又
は
経
時
的
に
変
化
す
る
個
人
に
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ

故
に
、
性
別
適
合
手
術
（physical transitioning

）
を
行
っ
て
い
な
い
人
が
、
特
定
の
時
期
に
、
当
該
個
人
が
自
認
す
る
性
別
に
割
当
て
ら
れ
た
ト

イ
レ
や
更
衣
室
を
使
用
す
る
権
利
を
主
張
す
る
可
能
性
が
あ
る
」。

　
（
ｂ
）
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ

　
「
第
七
編
が
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
地
位
を
理
由
と
す
る
雇
用
上
の
差
別
を
禁
止
す
る
と
い
う
当
裁
判
所
の
判
断
の
下
で
は
、
男
性
の
体
格
で
あ

り
な
が
ら
、
女
性
を
自
認
す
る
選
手
が
、
女
性
の
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
で
プ
レ
ー
す
る
権
利
を
主
張
し
う
る
」。

　
（
ｃ
）
宗
教
団
体
の
信
仰
に
基
づ
く
雇
用
慣
行

　
「
組
織
の
信
仰
に
関
す
る
教
義
に
反
す
る
行
動
を
と
る
個
人
を
雇
用
す
る
こ
と
を
宗
教
団
体
に
強
制
す
る
こ
と
は
、
異
存
の
あ
る
（objection-

able

）
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
を
強
い
る
」
こ
と
に
な
る
。
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（
ｄ
）
ヘ
ル
ス
ケ
ア

　
「
一
部
の
使
用
者
や
医
療
提
供
者
は
、
性
別
適
合
手
術
に
強
い
宗
教
上
の
異
議
を
唱
え
て
い
る
た
め
」、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
被
用
者
に
よ
る

「
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
利
益
」
の
主
張
は
、「
彼
ら
が
深
く
抱
く
宗
教
的
信
念
を
尊
重
す
る
能
力
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
」。

　
（
ｅ
）
表
現
の
自
由

　
「
性
別
に
依
存
し
な
い
代
名
詞
」
な
ど
、「
彼
ら
の
好
む
代
名
詞
を
使
用
し
な
い
こ
と
が
、
性
差
別
を
禁
止
す
る
連
邦
法
に
違
反
す
る
と
主
張
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
」。
ま
た
、「
使
用
者
が
被
用
者
に
」、「
同
性
愛
と
い
う
関
係
と
性
別
適
合
手
術
」
に
関
す
る
「
彼
ら
の
宗
教
的
見
解
を
表
明
す
る
こ
と

を
許
可
す
る
と
、
第
七
編
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
訴
え
を
生
起
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
」。

　
（
ｆ
）
憲
法
上
の
訴
訟

　
「
性
的
指
向
や
性
自
認
に
よ
る
差
別
を
性
別
に
よ
る
差
別
と
同
一
視
す
る
こ
と
で
、
当
裁
判
所
の
決
定
は
、
三
つ
の
形
態
の
差
別
す
べ
て
に
同
一
の

厳
格
な
審
査
基
準
を
適
用
す
る
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
る
」。「
こ
の
論
理
の
下
で
は
、
本
日
の
決
定
は
、
連
邦
の
差
別
禁
止
法
の
領
域
を
は
る
か
に
超

え
て
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
」。

〈K
avanaugh

判
事
執
筆
の
反
対
意
見
〉

①　

法
律
の
修
正
権
限

　
「
こ
の
事
件
は
一
つ
の
根
本
的
な
問
題
に
要
約
さ
れ
る
。
即
ち
、
誰
が
決
め
る
の
か
？
と
い
う
問
題
だ
。
一
九
六
四
年
の
公
民
権
法
第
七
編
は
、
個

人
の
『
人
種
、
肌
の
色
、
宗
教
、
性
別
、
又
は
出
身
国
』
を
理
由
と
し
た
雇
用
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
。
本
件
に
お
け
る
問
題
は
、
性
的
指
向
に
よ
る

雇
用
差
別
を
禁
止
す
る
よ
う
第
七
編
を
拡
張
す
べ
き
か
否
か
で
あ
る
。
憲
法
の
権
力
分
立
の
下
で
は
、
第
七
編
を
改
正
す
る
責
任
は
当
裁
判
所
で
は
な

く
、
立
法
過
程
に
お
け
る
連
邦
議
会
及
び
大
統
領
に
属
す
る
」。

　
「
性
的
指
向
の
差
別
を
禁
止
す
る
と
い
う
不
首
尾
な
立
法
上
の
努
力
に
直
面
し
、
裁
判
官
た
ち
は
、
単
純
に
彼
ら
自
身
の
政
策
的
観
点
を
理
由
と
し

て
、
当
該
法
律
を
書
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
裁
判
官
た
ち
は
、
単
に
彼
ら
が
、
連
邦
議
会
が
賛
否
の
表
明
（the votes

）
を
行
わ
ず
、
あ
る
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い
は
不
屈
の
精
神
（the fortitude

）
を
持
た
な
い
と
考
え
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
法
律
を
更
新
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
裁
判
官
は
、
彼
ら

が
、
連
邦
議
会
が
い
ず
れ
す
ぐ
に
そ
れ
を
行
い
そ
う
だ
と
考
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
法
律
を
修
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。「
も
し
裁
判
官
が
、

彼
ら
自
身
の
政
策
的
観
点
、
又
は
彼
ら
自
身
の
将
来
の
立
法
活
動
の
可
能
性
の
評
価
に
基
づ
き
法
律
を
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
合
衆

国
憲
法
の
権
力
分
立
を
支
え
る
立
法
府
と
司
法
府
と
の
間
の
重
要
な
区
別
が
崩
壊
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
公
平
な
法
の
支
配
と
個
人
の
自
由
が
脅
か
さ
れ

る
」。

② 「
性
別
を
理
由
と
し
て
」
の
一
般
的
な
意
味

　
「
法
の
支
配
に
よ
り
統
治
さ
れ
る
社
会
は
、
市
民
が
知
っ
て
お
り
、
か
つ
理
解
可
能
な
法
律
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
司
法
の
一
般
的

な
意
味
の
順
守
は
、
合
衆
国
の
選
挙
で
選
ば
れ
た
代
表
者
が
制
定
す
る
法
律
に
関
し
て
、
彼
ら
の
民
主
的
な
説
明
責
任
を
促
す
。
市
民
と
立
法
者
は
当

該
法
令
の
文
言
を
読
み
、
そ
の
法
律
を
確
認
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「
本
件
に
お
け
る
問
題
は
、『
性
別
を
理
由
と
し
た
』
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の

一
般
的
な
意
味
に
収
斂
す
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
一
般
的
な
意
味
は
、
性
的
指
向
を
理
由
と
し
た
差
別
を
含
む
の
か
？
そ
の
答
え
は
、
明
ら
か
に

『
否
』
で
あ
る
」。

　
「
一
般
的
な
意
味
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
日
常
的
な
言
い
回
し
（com

m
on parlance

）
が
重
要
で
あ
る
」。「
日
常
的
な
言
い
回
し
で
は
、

一
九
六
四
年
（
ま
た
は
今
日
）
に
、
性
的
指
向
に
よ
る
解
雇
を
性
別
に
よ
る
解
雇
と
表
現
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
一
般
的
な
理
解

と
し
て
、
性
的
指
向
の
差
別
は
性
差
別
と
区
別
さ
れ
る
」。「
日
常
的
な
言
い
回
し
に
お
い
て
、
Ｇ
Ｂ
と
Ｄ
Ｚ
は
、
彼
ら
が
男
性
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、

同
性
愛
で
あ
る
た
め
に
解
雇
さ
れ
た
」。

【
評
釈
】

（
一
）　

は
じ
め
に

　

同
性
愛
者
及
び
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七
編
（
以
下
「
第
七
編
」
と
い
う
）
に
よ
る
雇
用
上
の
性
差
別
禁
止
規
定
に
よ
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り
保
護
さ
れ
る
と
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
（
以
下
「
連
邦
最
高
裁
」
と
い
う
）
が
判
断
し
た
本
判
決
は
、
州
法
に
よ
る
同
性
婚
の
禁
止
が
修
正
一
四

条
の
下
で
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
及
び
平
等
保
護
に
反
す
る
と
判
断
さ
れ
たO

bergefell v. H
odges

判
決
に
続
く
、
近
年
の
合
衆
国
に
お
け
る
性
的

少
数
者
の
権
利
向
上
に
関
す
る
機
運
の
高
ま
り
を
象
徴
す
る
重
要
な
判
決
で
あ
る
。
本
判
決
が
下
さ
れ
る
よ
り
も
早
く
、
既
に
い
く
つ
も
の
企
業
は
、

そ
の
反
差
別
及
び
多
様
性
の
方
針
に
お
い
て
、
性
的
少
数
者
の
被
用
者
を
保
護
さ
れ
る
集
団
に
含
め
て
い
た
。
一
方
、
連
邦
下
級
裁
判
所
は
二
〇
〇
〇

年
代
以
降
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
の
雇
用
差
別
に
つ
い
て
、Price W

aterhouse v. H
opkins

判
決
に
よ
る
性
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
の
理
論

に
依
拠
し
て
、
そ
れ
が
性
差
別
に
あ
た
る
と
す
る
判
決
を
下
し
始
め
て
い
た
も
の
の
、
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
、
一
九
六
四

年
公
民
権
法
第
七
編
の
下
で
禁
止
さ
れ
る
雇
用
上
の
性
差
別
の
中
に
は
含
ま
れ
な
い
と
判
断
し
て
き
た
。
だ
が
、
二
〇
一
五
年
の
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
に
よ
る

Baldw
in v. Foxx

決
定
に
お
い
て
、
性
的
指
向
が
必
然
的
に
「
性
別
に
基
づ
く
事
柄
」
で
あ
り
、
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
が
第
七
編
の
下
で
の
性

差
別
と
な
る
と
さ
れ
た
こ
と
を
機
縁
と
し
て
、
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
の
解
釈
は
変
遷
し
て
い
く
。
同
決
定
の
二
年
後
の
二
〇
一
七
年
、
性
的
指
向

を
理
由
と
し
た
雇
用
契
約
更
新
の
拒
否
が
第
七
編
違
反
と
な
る
か
否
か
が
争
わ
れ
たH

ively v. Ivy T
ech Com

m
unity College of Indiana

事
件

に
お
い
て
、
第
七
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
八
対
三
の
判
決
で
、「
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
は
性
差
別
の
一
形
態
で
あ
る
」
と
明
確
に
判
断
し
、

さ
ら
に
本
件
で
併
合
審
理
と
な
っ
たZarda

事
件
の
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
決
に
お
い
て
、
性
的
指
向
を
理
由
と
し
た
差
別
が
性
差
別
を
構
成

す
る
と
判
断
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
よ
る
判
断
の
変
遷
に
加
え
、
連
邦
最
高
裁
判
事
の
構
成
に
お
い
て
も
変
動
が
生
じ
る
中
、
本
判
決
の
行
方
に
は
社
会
的

に
非
常
に
大
き
な
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
。
結
果
的
に
本
判
決
で
は
、Scalia

判
事
の
後
任
に
あ
た
る
保
守
派
の
条
文
主
義
者
（textualist

）
と
し
て

知
ら
れ
るGorsuch

判
事
が
、
性
的
指
向
及
び
性
自
認
を
理
由
と
し
た
解
雇
が
第
七
編
の
性
差
別
禁
止
の
埒
内
に
あ
る
と
す
る
法
廷
意
見
を
執
筆
し

（Roberts

首
席
判
事
、Ginsburg

判
事
、Breyer

判
事
、Sotom

ayor
判
事
及
びK

agan

判
事
が
同
意
）、A

lito

判
事
とK

avanaugh

判
事
が

反
対
意
見
を
執
筆
し
た
（A

lito

判
事
執
筆
反
対
意
見
に
はT

hom
as

判
事
が
同
意
）、
六
対
三
の
判
決
と
な
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
以
下
、
本
判
決
の
法
廷
意
見
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
た
①
「
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
」
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
た
後
、
合
衆
国
に

お
い
て
大
き
な
論
争
と
な
っ
て
い
る
、
②
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
に
よ
る
職
場
設
備
の
利
用
、
③
使
用
者
の
宗
教
の
自
由
と
性
的
少
数
者
の
平

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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等
保
護
に
つ
い
て
評
釈
を
加
え
て
い
く
。

（
二
）　

争
点

①　
「
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
」
の
意
味

　

第
七
編
の
「
性
別
（sex

）
を
理
由
と
し
た
差
別
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
が
用
い
た
論
理
を
概
括
す
る
と
、
性
別
と
は
、「
生
殖
生
物
学

（reproductive biology

）
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
、
男
性
又
は
女
性
と
し
て
の
地
位
」、
つ
ま
り
生
物
学
的
性
別
を
指
す
が
、「
同
性
愛
及
び
ト
ラ
ン

ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
地
位
は
、
性
別
に
密
接
に
結
び
つ
く
」
た
め
に
、「
同
性
愛
又
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
被
用
者
に
対
し
差
別
す
る
た
め
に
は
、

意
図
的
に
、
一
部
で
性
別
に
基
づ
」
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
七
編
の
性
別
が
生
物
学
的
性
別
を
指
す
と
い
う
理
解
は
、
本
件
被

告
側
の
主
張
内
容
で
あ
り
、
対
す
る
申
立
人
は
、
一
九
六
四
年
当
時
で
さ
え
、「
性
別
」
と
い
う
言
葉
が
性
的
指
向
や
性
自
認
に
関
す
る
諸
規
範
に
関

わ
る
広
範
な
射
程
を
持
っ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
た
。
法
廷
意
見
は
、
当
該
議
論
に
結
論
を
出
す
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
持
た
ず
、
被
用
者
ら
が
議
論

を
進
め
る
た
め
に
こ
の
点
で
譲
歩
し
た
た
め
に
、
被
告
側
の
主
張
を
採
用
し
て
、「
性
別
」
が
生
物
学
的
性
別
を
指
す
と
の
前
提
を
と
っ
た
。

　

右
の
よ
う
に
、
法
廷
意
見
は
、
性
別
が
生
物
学
的
性
別
を
意
味
す
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
な
が
ら
も
、
重
要
な
こ
と
は
、「
第
七
編
が
そ
れ
に
つ
い

て
い
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
」、
即
ち
、
第
七
編
が
使
用
者
に
対
し
、「
性
別
を
理
由
と
し
て
」
差
別
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
差
別
」
と
は
、「
同
様
の
状
況
に
あ
る
他
の
者
よ
り
も
、
そ
の
者
を
不
利
に
（w

orse

）
処
遇
す
る
こ
と
」
を
指

し
、
そ
の
判
断
に
際
し
て
は
、「
集
団
で
は
な
く
、
個
人
に
着
目
」
す
べ
き
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
意
味
で
の
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
が
、
ど
の
よ

う
に
、
同
性
愛
及
び
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
理
由
と
し
た
差
別
と
解
釈
さ
れ
る
の
か
。
法
廷
意
見
は
、「
同
性
愛
及
び
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
地

位
は
、
性
別
に
密
接
に
結
び
つ
く
」
と
い
う
が
、
問
題
は
そ
の
結
び
つ
き
方
で
あ
る
。

　

法
廷
意
見
は
、
同
性
愛
及
び
ト
ン
ラ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
理
由
と
し
て
「
差
別
す
る
使
用
者
は
、
そ
の
意
思
決
定
に
お
い
て
、
必
然
的
に
性
別
に
依
拠

す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

」
た
め
、「
こ
れ
ら
の
根
拠
に
基
づ
く
差
別
の
た
め
に
は
、
使
用
者
は
、
被
用
者
個
人
を
意
図
的
に
彼
ら
の
性
別
を
理
由

と
し
て
異
な
っ
て
扱
う
必
要
が
あ
る
」
こ
と
を
、
同
性
愛
及
び
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
理
由
と
し
た
差
別
が
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
で
あ
る
こ
と

（
27
）

（
28
）
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の
根
拠
と
す
る
。
法
廷
意
見
に
従
う
と
、
同
性
愛
の
場
合
、
双
方
と
も
男
性
に
惹
か
れ
る
男
性
と
女
性
の
被
用
者
が
い
る
中
で
、
使
用
者
が
男
性
に
惹

か
れ
る
男
性
の
み
を
雇
用
上
不
利
に
処
遇
す
る
場
合
、
他
方
の
女
性
被
用
者
に
は
許
さ
れ
て
い
る
特
徴
を
理
由
と
し
て
差
別
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
要
す
る
に
、
双
方
と
も
男
性
に
惹
か
れ
る
被
用
者
の
性
別
が
、
使
用
者
が
そ
の
被
用
者
を
不
利
に
処
遇
す
る
か
否
か
を
左
右
す
る
た
め
に
、
同
性

愛
に
基
づ
く
差
別
は
、「
性
別
を
理
由
と
し
た
」
差
別
に
な
る
。
同
様
に
、
使
用
者
が
、
生
ま
れ
た
時
に
男
性
と
い
う
性
別
を
割
当
て
ら
れ
た
が
、
後

に
女
性
を
自
認
す
る
被
用
者
に
対
し
不
利
な
処
遇
を
行
う
場
合
、
当
該
使
用
者
は
、
出
生
時
に
割
当
て
ら
れ
た
性
別
を
自
認
す
る
被
用
者
の
性
別
と
比

較
し
て
、
当
該
被
用
者
を
不
利
に
処
遇
す
る
た
め
に
、
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
性
別
と
同
性
愛
者

及
び
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
地
位
は
、
使
用
者
の
そ
の
雇
用
上
の
意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
不
可
避
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

他
方
、A

lito

判
事
が
執
筆
し
、T

hom
as

判
事
が
同
意
し
た
反
対
意
見
は
、
こ
の
「
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
」
が
生
物
学
的
性
別
を
意
味
す
る

と
解
す
る
点
で
は
法
廷
意
見
と
共
通
す
る
が
、
法
廷
意
見
と
は
異
な
り
、「
第
七
編
は
、
…
…
性
別
そ
れ
自
体

4

4

4

4

に
基
づ
く
差
別
を
禁
止
」
す
る
た
め
、

性
的
指
向
及
び
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
地
位
に
基
づ
く
差
別
は
性
差
別
と
は
な
ら
な
い
と
判
断
す
る
。
同
反
対
意
見
は
、
性
的
指
向
及
び
ト
ラ
ン
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
地
位
を
理
由
と
し
た
差
別
と
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
と
の
関
連
で
は
、
前
者
が
必
然
的
に
後
者
の
差
別
に
な
る
と
す
る
法
廷
意
見
の

解
釈
を
否
定
し
て
い
る
。
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
の
解
釈
に
お
け
る
法
廷
意
見
とA

lito

判
事
執
筆
の
反
対
意
見
の
差
異
は
、
性
別
を
理
由
と
し
た

差
別
と
、
性
的
指
向
及
び
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
地
位
を
理
由
と
し
た
差
別
の
関
連
性
に
関
す
る
評
価
の
違
い
に
起
因
す
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
「
性
別
を
理
由
と
し
た
」
差
別
に
関
し
、
先
例
に
目
を
向
け
る
と
、
一
九
六
四
年
に
第
七
編
が
制
定
さ
れ
て
以
降
、
連
邦
最
高
裁
は
か
か
る
概

念
の
定
義
を
拡
張
し
て
解
釈
す
る
傾
向
に
あ
る
。
一
九
八
九
年
に
判
決
の
下
さ
れ
たPrice W

aterhouse v. H
opkins

事
件
で
は
、
提
携
企
業
が
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
合
致
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
原
告
と
の
提
携
を
拒
否
し
こ
と
が
、
第
七
編
の
「
性
別
を
理
由
と
し
た
」
差
別
と
な

る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。Brennan

判
事
執
筆
の
相
対
多
数
意
見
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
第
七
編
の
下
で
の
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
が
性
的
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
化
を
理
由
と
し
た
差
別
を
含
む
と
判
断
し
た
。
曰
く
、「
性
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
と
い
う
特
定
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
女
性
は
積
極
的

で
あ
る
は
ず
が
な
い
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
べ
き
は
な
い
と
い
う
信
念
に
基
づ
き
行
動
す
る
使
用
者
は
、
性
別
（gender

）
に
基
づ
き
行
動
し
た

（
29
）

（
30
）
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こ
と
に
な
る
」。「
我
々
は
、
被
用
者
ら
が
彼
ら
の
集
団
に
関
連
付
け
ら
れ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
合
致
す
る
と
推
測
又
は
主
張
す
る
こ
と
で
被
用
者
を

評
価
で
き
た
時
代
を
超
え
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
連
邦
議
会
は
、
使
用
者
が
諸
個
人
の
性
別
を
理
由
と
し
て
差
別
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
に
際
し
、

性
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
か
ら
生
じ
る
男
性
と
女
性
の
、
全
て
の
領
域
の
別
異
取
扱
い
に
取
り
組
む
こ
と
を
意
図
し
た
た
め
だ
」。
ま
た
、
同
性
間
の
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
第
七
編
違
反
と
な
る
性
差
別
と
な
る
か
否
か
が
争
わ
れ
、
本
判
決
で
も
参
照
さ
れ
たO

ncale v. Sundow
ner O

ff-

shore Serv., Inc.
事
件
に
お
い
て
、Scalia

判
事
が
執
筆
し
た
全
員
一
致
判
決
は
、「
職
場
に
お
け
る
男
性
か
ら
男
性
に
対
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
は
確
か
に
、
連
邦
議
会
が
第
七
編
を
制
定
し
た
際
懸
念
し
た
主
た
る
害
悪
（evil

）
で
は
な
い
。
し
か
し
、
法
令
上
の
禁
止
は
、
概
し
て

合
理
的
に
同
等
の
害
悪
を
含
む
た
め
に
、
主
た
る
害
悪
の
域
に
留
ま
ら
な
い
」
と
し
、「
た
だ
原
告
と
被
告
（
あ
る
い
は
、
被
告
の
利
益
に
な
る
よ
う

に
活
動
し
た
と
さ
れ
る
者
）
が
同
性
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
第
七
編
は
『
性
別
を
理
由
と
し
た
』
差
別
の
訴
え
を
必
然
的
に
禁
止
す
る
も
の
で
は
な

い
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
「
性
別
を
理
由
と
し
た
」
差
別
の
拡
張
傾
向
に
お
い
て
、
今
日
の
法
廷
意
見
は
、「
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
」
の
解
釈
を
、

同
性
愛
及
び
性
自
認
に
基
づ
く
差
別
を
含
む
も
の
と
し
て
さ
ら
に
拡
張
し
て
い
る
。
一
方
、
こ
と
「
性
別
」
と
い
う
言
葉
を
生
物
学
的
性
別
と
定
義
す

る
点
に
お
い
て
、
法
廷
意
見
の
判
断
は
、
同
性
愛
や
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
以
外
の
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
雇
用
差
別
の
審
理
に
お
い
て
制
限

的
に
機
能
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

確
か
に
、
性
別
（sex

）、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（gender

）、
性
的
指
向
及
び
性
自
認
は
、
そ
れ
ぞ
れ
概
念
上
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
廷
意
見
が

依
拠
す
る
当
該
文
言
の
「
一
般
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
意
味
（ordinary public m

eaning

）」
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
医
学
及
び
科
学
研
究
の
分
野
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
既
に
、「
遺
伝
学
上
の
、
染
色
体
上
の
性
、
生
殖
腺
上
の
性

（gonadal sex

）、
体
内
の
形
態
学
上
の
性
（internal m

orphologic sex
）、
体
外
の
形
態
学
上
の
性
（external m

orphologic sex

）、
ホ
ル
モ

ン
上
の
性
、
表
現
型
上
の
性
（phenotypic sex

）、
割
当
て
ら
れ
た
性
／
生
育
上
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
及
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と

い
っ
た
数
多
く
の
性
別
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
性
別
が
生
物
学
的
に
（
そ
し
て
堅
固
に
）
二
元
的
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
が
「
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
理
想
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
実
態
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、「
性
別
」
と
い
う
概
念
は
、

法
廷
意
見
及
びA

lito

判
事
が
執
筆
し
た
反
対
意
見
が
前
提
と
す
る
二
元
的
な
も
の
で
は
な
く
、
多
元
的
か
つ
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
性
別
を
生
物

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）
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学
的
に
二
元
的
な
も
の
と
す
る
前
提
を
維
持
し
た
ま
ま
法
廷
意
見
の
用
い
た
性
差
別
の
判
断
基
準
（but-for test

）
を
用
い
る
場
合
、
同
性
愛
者
や

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
以
外
の
性
的
少
数
者
に
対
す
る
差
別
の
判
断
に
お
い
て
困
難
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
生
物
学
的
性
別
と
い
う
概
念

に
依
拠
し
、
反
対
の
性
別
の
個
人
と
比
較
す
る
性
差
別
の
解
釈
論
は
、
そ
こ
で
比
較
対
象
と
な
る
性
別
が
明
確
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
に

成
り
立
つ
。
だ
が
、
こ
の
論
理
に
従
う
と
、
例
え
ば
、
生
物
学
的
に
男
性
と
女
性
双
方
の
性
的
特
徴
を
持
つ
イ
ン
タ
ー
セ
ッ
ク
ス
の
個
人
が
そ
れ
を
理

由
に
雇
用
上
不
利
に
処
遇
さ
れ
た
場
合
、
い
ず
れ
の
性
別
の
者
と
比
較
す
る
の
か
定
か
で
は
な
い
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
事
件
が
起
き
な
い
と
も
限
ら

ず
、
現
在
の
法
廷
意
見
の
性
別
に
関
す
る
解
釈
を
維
持
す
る
場
合
、
多
様
な
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
へ
の
雇
用
差
別
が
ど
の
よ
う
に
性
差
別
を
構

成
す
る
と
判
断
す
る
の
か
、
課
題
が
残
さ
れ
る
と
言
え
る
。

　

加
え
て
、
法
廷
意
見
が
い
う
よ
う
に
、
法
令
の
文
言
を
「
一
般
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
意
味
」
と
し
て
解
釈
す
る
方
法
に
関
し
て
も
、
そ
れ
が
、「
誰

の
視
点
」
を
基
に
し
た
理
解
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
論
点
に
な
ろ
う
。
法
廷
意
見
の
想
定
す
る
「
一
般
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
意
味
」
と
は
、
性
差
別
、

あ
る
い
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
差
別
に
つ
い
て
十
分
に
情
報
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
（
あ
る
い
は
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
）、
合
衆
国
に
お
け
る

社
会
的
多
数
派
に
よ
る
理
解
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
挙
げ
た
医
学
的
及
び
科
学
的
知
見
を
携
え
る
人
々
、
そ

し
て
性
別
（sex

）
と
い
う
概
念
の
多
元
性
及
び
可
変
性
に
つ
い
て
考
察
せ
ざ
る
を
得
な
い
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
も
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
に
含
ま

れ
る
は
ず
／
べ
き
で
あ
り
、
法
令
解
釈
に
お
け
る
「
一
般
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
意
味
」
を
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
自
体
に
、
既
に
排
除
が
含
ま
れ

て
い
る
可
能
性
に
も
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
法
廷
意
見
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
、
法
律
に
つ
い
て
は
、「
全
て
の
人
が
そ
の
利
益
を
享
受
す

る
権
利
を
与
え
ら
れ
」
る
は
ず
で
あ
る
。

②　

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
に
よ
る
職
場
設
備
の
利
用

　

A
lito

判
事
が
反
対
意
見
で
列
挙
し
た
、
法
廷
意
見
の
本
日
の
判
決
が
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
（
ａ
）
～
（
ｆ
）
の
内
、
特
に
合
衆
国
に
お
い
て
近
年

大
き
な
議
論
と
な
っ
て
い
る
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
に
よ
る
ト
イ
レ
や
更
衣
室
の
利
用
の
権
利
に
関
す
る
（
ａ
）
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

A
lito

判
事
は
、（
ａ
）
の
提
起
の
中
で
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
個
人
が
「
ト
イ
レ
、
更
衣
室
、
及
び
そ
の
他
の
類
の
も
の
」
を
使
用
す
る
権
利
と
、

（
36
）

（
37
）
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性
暴
力
及
び
虐
待
の
被
害
経
験
の
あ
る
個
人
（
こ
こ
で
は
恐
ら
く
、
生
ま
れ
た
時
に
割
当
て
ら
れ
た
性
別
と
性
自
認
が
一
致
し
て
い
る
シ
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
個
人
が
想
定
さ
れ
て
い
る
）
の
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
安
全
」
の
権
利
を
対
立
す
る
利
益
関
係
に
あ
る
と
し
、
前
者
の
利
益
が
後
者
の
ト
ラ
ウ

マ
（
反
対
意
見
で
は
、「
深
刻
な
精
神
的
被
害
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
）
を
惹
起
し
、
そ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
安
全
の
利
益
を
損
な
う
と
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
主
張
は
以
下
の
点
で
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

A
lito

判
事
は
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
被
用
者
た
ち
が
、「
異
性
の
メ
ン
バ
ー
と
彼
ら
が
み
な
す
」
者
の
前
で
脱
衣
を
行
っ
た
り
ト
イ
レ
を
利
用
し
た

り
す
る
こ
と
が
懸
念
事
項
で
あ
る
と
説
明
す
る
が
、
そ
も
そ
も
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
に
よ
り
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
が
「
異
性
の
メ
ン

バ
ー
」
で
あ
る
と
「
み
な
さ
れ
る
」
こ
と
の
根
拠
が
不
明
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
身
体
的
特
徴
を
始
め
と
す
る
外
観

は
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
同
様
様
々
で
あ
り
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
個
人
が
一
見
し
て
「
異
性
」
で
あ
る
と
判
別
で
き
る
と
す
る
前
提
自
体
が
非
常

に
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
現
実
問
題
と
し
てA

lito

判
事
が
想
定
す
る
よ
う
な
状
況
が
生
起
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
法
廷
意

見
の
い
う
よ
う
に
、
将
来
的
に
判
断
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
場
合
で
も
、
ま
ず
は
以
下
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
が
被
っ
て
い
る

深
刻
な
問
題
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
は
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
に
比
べ
、
生
活
の
中
で
多
大
な
「
社
会
文
化
的
な
リ
ス
ク
要
因
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

の
問
題
、
医
療
上
の
問
題
」
に
直
面
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
多
く
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
学
生
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
あ
う
危
険
の
回
避
、
性
自

認
に
一
致
し
た
ト
イ
レ
利
用
を
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
性
自
認
に
一
致
し
た
ト
イ
レ
の
利
用
を
避
け
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
「
尿
路
感

染
症
や
、
腎
臓
感
染
症
（kidney infections

）、
便
秘
」、「
授
業
や
そ
の
他
の
学
習
機
会
へ
集
中
し
て
参
加
す
る
能
力
の
欠
如
」
と
い
っ
た
、
深
刻

な
心
身
の
健
康
上
の
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
二
〇
一
六
年
五
月
、
オ
バ
マ
大
統
領
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
学
生

が
性
自
認
に
一
致
し
た
ト
イ
レ
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
指
示
す
る
書
簡
（D

ear Colleague Letter

）
を
送
達
し
、
ま
た
近
年
で
は
、

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
学
生
た
ち
が
、
連
邦
が
財
政
支
援
す
る
公
立
学
校
及
び
中
等
教
育
以
上
の
教
育
機
関
に
お
け
る
性
差
別
を
禁
止
す
る
教
育
修

正
第
九
編
（T

itle IX
 of the Education A

m
endm

ents of 1972

）
及
び
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
基
づ
き
、
学
校
に
お

け
る
彼
ら
／
彼
女
ら
の
性
自
認
に
一
致
し
た
ト
イ
レ
や
更
衣
室
の
使
用
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
七
年
のW

hitaker v. 

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
44
）
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判 例 研 究
K

enosha U
nified School D

istrict

事
件
で
は
、
第
七
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
「
個
人
に
彼
又
は
彼
女
の
性
自
認
に
一
致
し
な
い
ト
イ
レ
を
使

用
す
る
こ
と
を
求
め
る
方
針
は
、
彼
又
は
彼
女
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
一
致
を
理
由
と
し
て
個
人
を
罰
し
て
お
り
、
第
九
編
に
違
反
す
る
」
と
判
示
し
て
お

り
、
さ
ら
に
二
〇
二
〇
年
のGrim

m
 v. Gloucester Cty. Sch. Bd.

事
件
で
は
、
第
四
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
がBostock

連
邦
最
高
裁
判
決
を

引
用
し
、
原
告
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
男
子
学
生
に
よ
る
「
男
子
ト
イ
レ
の
使
用
を
不
可
能
と
す
る
ト
イ
レ
の
方
針
が
『
性
別
に
基
づ
き
』
彼
を

差
別
し
た
」
と
し
、
当
該
方
針
が
第
九
編
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
職
場
で
の
性
自
認
に
一
致
し
た
設
備
の
利
用
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
五

年
の
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
に
よ
るLusardi v. M

cH
ugh

決
定
に
お
い
て
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
女
性
に
よ
る
職
場
で
の
女
性
用
ト
イ
レ
の
使
用
の
禁
止

が
、
第
七
編
で
禁
止
さ
れ
る
性
別
を
理
由
と
し
た
別
異
取
扱
い
、
即
ち
、
性
差
別
を
構
成
す
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
学
校
に
限
ら
ず
、
一
般
的
に
、

職
場
も
社
会
生
活
の
大
き
な
比
重
を
占
め
る
領
域
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
に
と
っ
て
、
職
場
で
の
性
自
認
に
一
致

し
た
設
備
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
阻
害
も
大
き
な
問
題
と
な
る
。

　

A
lito

判
事
の
（
ａ
）
の
課
題
提
起
に
お
い
て
は
、
右
に
挙
げ
た
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
当
事
者
の
抱
え
る
日
常
生
活
に
お
け
る
困
難
や
リ
ア
リ
テ

ィ
が
看
過
さ
れ
た
ま
ま
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
の
ト
イ
レ
や
更
衣
室
と
い
っ
た
設
備
利
用
に
係
る
利
益
と
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
中
で
も
特

に
性
暴
力
被
害
経
験
の
あ
る
人
々
の
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
安
全
」
に
か
か
る
利
益
が
対
抗
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
立
論
自
体
が

既
に
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
へ
の
無
理
解
と
偏
見
を
抱
え
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。A

lito

判
事
が
列
挙
し
た
（
ｂ
）
か
ら
（
ｆ
）
の

問
題
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
ま
ず
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
が
置
か
れ
る
実
態
を
十
分
に
把
握
し
、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
人
々
の
利
益
に
係
る
人
権
的
価
値
を
適
切
に
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
上
で
、
個
々
の
対
抗
利
益
と
さ
れ
る

4

4

4

諸

権
利
と
の
関
係
及
び
そ
の
調
整
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

③　

使
用
者
の
宗
教
の
自
由
と
性
的
少
数
者
の
平
等
保
護

　

最
後
に
、A

lito

判
事
が
反
対
意
見
で
述
べ
た
、
本
判
決
の
（
ｃ
）
宗
教
団
体
の
信
仰
に
基
づ
く
雇
用
慣
行
へ
の
影
響
に
つ
い
て
簡
単
に
論
及
し
て

お
き
た
い
。A

lito

判
事
は
（
ｃ
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
即
ち
、
性
的
指
向
及
び
性
自
認
を
理
由
と
し
た
雇
用
上
の
不
利
益
な
取
り

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）
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扱
い
が
公
民
権
法
第
七
編
に
よ
る
雇
用
に
お
け
る
性
別
に
基
づ
く
差
別
の
禁
止
に
反
す
る
と
す
る
こ
と
は
、「
多
数
の
教
会
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
、
モ
ス
ク
、

お
よ
び
そ
の
他
の
宗
教
団
体
の
信
仰
に
基
づ
く
雇
用
慣
行
と
の
公
の
紛
争
を
引
き
起
こ
す
だ
ろ
う
」。「
宗
教
団
体
に
は
実
際
に
信
仰
に
生
き
る
従
業
員

が
必
要
で
あ
」
り
、「
組
織
の
信
仰
に
関
す
る
教
義
に
反
す
る
行
動
を
と
る
個
人
を
雇
用
す
る
こ
と
を
宗
教
団
体
に
強
制
す
る
こ
と
は
、
異
存
の
あ
る

（objectionable

）
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
に
強
い
る
」。
特
に
、
宗
教
学
校
の
「
教
員
に
対
す
る
学
校
の
基
準
は
、『
特
定
の
生
き

方
を
生
徒
た
ち
に
伝
え
る
』
こ
と
で
あ
り
、『
教
員
が
そ
れ
ら
の
諸
教
訓
に
違
反
す
る
こ
と
』
は
学
校
の
『
道
徳
的
な
教
え
』
を
損
な
う
可
能
性
が
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
学
校
が
婚
姻
外
の
性
交
渉
と
性
転
換
手
術
が
不
道
徳
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
場
合
、
学
校
が
同
性
愛
関
係
に
あ
る
、
ま
た
は

性
転
換
を
行
っ
た
、
も
し
く
は
行
っ
て
い
る
教
員
を
雇
用
し
て
い
る
と
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
失
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
だ
が
、
今
日
の
判
決
は
、

そ
の
よ
う
な
教
師
や
応
募
者
に
よ
る
第
七
編
の
主
張
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
」。
こ
の
点
、
法
廷
意
見
が
「
第
七
編
が
宗
教
上
の
自
由
と
ど
の
よ

う
に
交
わ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
に
関
す
る
憂
慮
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、A

lito

判
事
が
懸
念
事
項
と
し
て
主
張
し
た
使
用
者

の
宗
教
上
の
自
由
と
第
七
編
を
始
め
と
す
る
雇
用
差
別
禁
止
法
と
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
き
た
。

　

こ
の
宗
教
と
雇
用
差
別
の
関
係
に
つ
い
て
、
第
七
編
は
宗
教
団
体
及
び
、
宗
教
団
体
が
運
営
す
る
学
校
に
対
す
る
同
編
の
適
用
除
外
を
規
定
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
使
用
者
が
宗
教
団
体
あ
る
い
は
宗
教
系
学
校
に
該
当
す
る
場
合
、
当
該
使
用
者
は
、
被
用
者
及
び
雇
用
の
応
募
者
を
宗
教
に
基
づ
き

差
別
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
七
編
は
宗
教
以
外
を
理
由
と
し
た
雇
用
差
別
へ
の
適
用
除
外
規
定
は
設
け
て
い
な
い
た
め
、
例
え

ば
、
宗
教
団
体
が
そ
の
雇
用
慣
行
に
お
い
て
性
別
に
基
づ
き
差
別
を
行
う
場
合
、
同
編
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
部
の
伝

統
的
宗
教
に
は
、
聖
職
者
を
男
性
に
限
る
と
い
っ
た
慣
行
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
慣
行
が
第
七
編
の
性
差
別
の
禁
止
に
抵
触
す
る
中
、
連
邦
巡

回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
修
正
第
一
条
の
宗
教
の
自
由
条
項
（Free Exercise Clause

）、
国
教
禁
止
条
項
（Establishm

ent 

Clause

）
及
び
、
そ
れ
に
基
づ
く
宗
教
団
体
の
自
律
権
を
根
拠
に
、「
聖
職
者
」
の
雇
用
関
係
に
対
し
て
は
第
七
編
の
適
用
を
除
外
す
る
と
い
う
「
聖

職
者
の
例
外
（m

inisterial exceptions

）」
の
法
理
を
形
成
し
て
き
た
。
二
〇
一
一
年
に
は
、
連
邦
最
高
裁
もH

osanna-T
abor Evangelical Lu-

theran Church and School v. EEO
C

事
件
に
お
い
て
、「
望
ま
れ
な
い
聖
職
者
を
強
制
す
る
こ
と
で
、
国
は
、
宗
教
団
体
が
指
名
を
通
じ
て
自
身

の
信
仰
と
使
命
を
具
現
化
す
る
権
利
を
保
護
す
る
宗
教
の
自
由
条
項
に
違
反
」
し
、「
国
に
ど
の
個
人
が
信
者
に
奉
仕
す
る
か
決
定
す
る
権
力
を
与
え

（
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）

（
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る
こ
と
で
、
教
会
の
決
定
に
対
す
る
政
府
の
関
与
を
禁
止
す
る
国
教
禁
止
条
項
に
違
反
す
る
」
と
し
て
、
同
法
理
を
承
認
し
て
い
る
。
な
お
、
宗
教
の

自
由
へ
の
制
約
の
審
査
基
準
に
関
し
、
連
邦
議
会
は
一
九
九
三
年
、
一
般
的
に
適
用
で
き
る
中
立
的
な
法
規
制
に
よ
る
宗
教
の
自
由
へ
の
制
約
の
判
断

に
お
い
て
厳
格
審
査
を
求
め
る
宗
教
的
自
由
回
復
法
（
Ｒ
Ｆ
Ｒ
Ａ
）
を
制
定
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
連
邦
裁
判
所
に
よ
る
判
例
も
同
法
を
前
提
に
し
た

審
理
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
聖
職
者
例
外
の
法
理
の
是
非
や
宗
教
の
自
由
の
制
約
に
関
す
る
違
憲
審
査
基
準
に
詳
し
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
た

め
、
以
下
を
付
言
し
て
本
稿
を
閉
め
た
い
。

　

修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
る
宗
教
の
自
由
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
根
本
的
価
値
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
性
的
少
数
者
の
権
利
保
障
も
、
多
元
社

会
に
と
っ
て
の
要
で
あ
り
、
宗
教
の
自
由
条
項
、
国
教
禁
止
条
項
、
宗
教
団
体
の
自
律
権
に
基
づ
く
「
宗
教
団
体
」
へ
の
司
法
の
敬
譲
が
、
性
的
少
数

者
を
始
め
と
す
る
社
会
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
差
別
の
「
隠
れ
蓑
」
を
提
供
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
や
合
衆

国
の
国
論
を
二
分
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
価
値
対
立
の
背
景
に
は
、
多
元
社
会
に
お
け
る
諸
価
値
の
調
整
、
法
の
支
配
の
在
り
方
と
い
う
難
解
な
（
か
つ

非
常
に
重
要
な
）
憲
法
問
題
が
控
え
て
い
る
。
当
該
課
題
に
関
連
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
二
〇
二
〇
年
二
月
、
市
と
契
約
し
里
親
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
宗
教
的
非
営
利
団
体
が
信
仰
を
理
由
に
同
性
カ
ッ
プ
ル
と
の
協
働
を
拒
否
し
た
こ
と
に
対
し
、
反
差
別
条
例
（
及
び
そ
の
方
針
）
に
よ
り
同
団
体
と

の
契
約
を
更
新
し
な
か
っ
た
市
の
行
為
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
たFulton v. City of Phila.

事
件
に
サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
を
出
し
て
い
る
。
ま
も
な
く

下
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
判
断
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
当
該
理
論
を
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

─
─Bostock v. Clayton County, Georgia, 140 S. Ct. 1731 (2020)

─
─

原
審
：�Bostock v.Clayton County, Georgia, 723 Fed. A

ppx. 964 (11th Cir. 2018)	
﻿

Zarda v. A
ltitude Express, Inc.,883 F.3d 100 (2nd Cir. 2018)	

﻿
EEO

C v. R.G. &
 G.R. H

arris Funeral H
om

es, 884 F.3d 560 (6th Cir. 2018)

第
七
編
の
性
差
別
を
巡
る
判
例
で
は
、
概
し
て
「sex

」
と
「gender
」
と
い
う
文
言
が
、
双
方
と
も
「
性
別
」
の
意
味
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
倣
い
、「sex

」
及
び
「gender

」
を
「
性
別
」
と
訳
出
す
る
。
な
お
、
適
宜
文
脈
に
応
じ
て
両
文
言
の
訳
を
変

（
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Bostock v. Clayton Cty. 事件連邦最高裁判決

更
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
原
語
を
併
記
す
る
。

Evans v. Ga. Regʼl H
osp., 850 F.3d 1248, 1255 (11th Cir. 2017). Blum

 v. Gulf O
il Corp., 597 F.2d 936, 938 (5th Cir. 

1979).Bostock v. Clayton Cty., 2017 U
.S. D

ist. LEX
IS 217815, at 6-7 (N

.D
. Ga., July 21, 2017).

Bostock v. Clayton Cty., 2016 U
.S. D

ist. LEX
IS 192898, at 8-13, 16-17 (N

. D
. Ga. N

ov. 3, 2016).
See Bostock, 2016 U

.S. D
ist. LEX

IS 192898, at 7-8.
Bostock v. Clayton Cty., 723 Fed. A

ppx. 964 (11th Cir. 2018).
Baldw

in v. Foxx, EEO
C A

ppeal N
o. 0120133080, 2015 W

L. 4397641 (July 16. 2015).
232 F.3d 33, 35 (2d Cir. 2000).
Zarda v. A

ltitude Express, Inc., 855 F.3d 76, 79-81 (2d Cir. 2017).
Id, at 82.
Zarda v. A

ltitude Express, Inc., 883 F.3d 100 (2d Cir. 2018). (en banc)
EEO

C v. R.G. &
 G.R. H

arris Funeral H
om

es, Inc., 100 F. Supp. 3d 594, 598-603 (E.D
. M

ich. 2015). 
EEO

C v. R.G. &
 G.R. H

arris Funeral H
om

es, Inc., 201 F. Supp. 3d 837, 850, 862-863 (E.D
. M

ich. 2016).
EEO

C v. R.G. &
 G.R. H

arris Funeral H
om

es, Inc., 884 F.3d 560, 571, 575-576 (6th Cir. 2018).
Id. at 593-594.
576 U

.S. 644 (2015).
Russell L. Steiger and P. J. H

enry, LG
BT

 W
orkplace Protections as an E

xtension of the Protected Class Fram
ew

ork. 
44(4) Law

 and H
um

an Behavior 251, 252 (2020).
490 U

.S. 228 (1989).

例
え
ば
、
二
〇
〇
四
年
の
第
六
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
よ
るSm

ith v. City of Salem

判
決
（378 F.3d 566 (6th Cir. 2004)

）

は
、「
ト
ラ
ン
ス
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
で
あ
る
─
─
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
又
は
彼
女
の
性
別
（gender

）
に
従
っ
て
行
動
し
な
い
又
は
／
及
び
、
彼
又

は
彼
女
の
性
別
（gender

）
を
自
認
し
な
い
─
─
原
告
に
対
す
る
差
別
が
、Price W

aterhouse

事
件
のA

nn H
opkins

に
対
す
る
差
別
と

（
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全
く
異
な
ら
な
い
」
と
し
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
差
別
を
第
七
編
で
禁
止
さ
れ
る
違
法
な
性
差
別
で
あ
る
と
判
断
し
た
。Id. at 

575.

ま
た
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
の
下
で
の
平
等
保
護
が
争
わ
れ
た
事
件
で
は
あ
る
も
の
の
、
二
〇
一
一
年
の
第
一

一
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
よ
るGlenn v. Brum

by

判
決
（663 F.3d 1312 (11th Cir. 2011)

）
も
、Price W

aterhouse

判
決
に
依

拠
し
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
非
適
合
性
を
理
由
と
し
た
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
個
人
に
対
す
る
差
別
は
、
性
差
別
」
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

Id. at 1317.

こ
の
他
、
第
七
編
と
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
理
由
と
し
た
差
別
の
関
係
に
つ
い
て
は
、M

elissa W
asser, Legal D

iscrim
i-

nation: Bridging the T
itle V

ii G
ap for T

ransgender E
m

ployees, 77(5) O
hio St. L.J. 1109 (2016)

参
照
。

本
判
決
以
前
の
下
級
審
裁
判
所
に
よ
る
性
的
指
向
を
理
由
と
し
た
差
別
を
巡
る
判
断
の
動
向
に
つ
い
て
は
以
下
が
詳
し
い
。Ronald 

T
urner, T

itle V
II and the U

nenvisaged Case: Is A
nti-LG

BT
Q

 D
iscrim

ination U
nlaw

ful Sex D
iscrim

ination?, 95(1) Ind. 
L.J. 227, 245-254 (2020).

See Baldw
in, EEO

C A
ppeal N

o. 0120133080, 2015 W
L. 4397641.

本
決
定
は
、
第
七
編
の
「
性
別
」
と
い
う
言
葉
の
解
釈
の
新
た
な
潮
流
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。See 

K
atherine Carter, Q

uestioning the D
efinition of 

“Sex

” in T
itle V

II: Bostock v. Clayton County, GA
, 15 D

uke J. Const. L. 
&

 Pub. Polʼy Sidebar 59, 63-64 (2020).
853 F.3d 339 (7th Cir. 2017) (en banc).
Id. at 341.
See Zarda, 883 F.3d 100.
See supra note 23, at 70-71.
Id. at 68.

第
七
編
の
「
性
別
を
理
由
と
し
た
」
差
別
の
解
釈
の
変
遷
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
石
田
若
菜
「
一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七
編

に
お
け
る
『
性
別
に
基
づ
く
差
別
』
の
解
釈
」
駿
河
台
法
学
三
三
巻
一
号
一
四
三
─
一
七
三
頁
（
二
〇
一
九
年
）
参
照
。

See Price W
aterhouse, 490 U

.S. 228.
Id. at 250-251.
523 U

.S. 75 (1998).
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Id. at 79.
Id. at 73.
Shirley Lin, D

ehum
anization 

“Because of Sex

”: T
he M

ultiaxial A
pproach to T

he R
ights of Sexual M

inorities, 24(3) 
Lew

is &
 Clark L. Rev. 731, 742-743 (2020). 

「
性
別
（sex

）」
の
多
様
性
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
人
々
だ
け
を
と
っ
て
み

て
も
、
決
し
て
ご
く
少
数
の
人
々
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
合
衆
国
で
出
生
し
た
人
々
の
内
約
一.

七
％
、

過
去
半
世
紀
の
任
意
の
時
点
で
数
百
万
人
の
人
々
が
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
。Id. at 743.

こ
の
点
、
例
え
ば
、
ト
ラ
ン
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
原
告
の
解
雇
が
争
わ
れ
たU

lane v. E. A
irlines, Inc.

事
件
（581 F. Supp. 821 (N

.D
. Ill. 1983)

）
に
お
い
て
も
、「
性
自

認
が
性
別
（sex
）
の
構
成
要
素
で
あ
る
」
と
し
て
、「
性
別
（sex

）」
の
多
元
的
な
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
が
示
さ
れ
て
い
る
。Lin, supra, at 

733 (citing U
lane, at 823).

ま
た
、
二
〇
一
五
年
か
ら
現
在
に
か
け
て
、U

lane

事
件
に
倣
い
、
性
別
（sex

）
を
社
会
的
特
徴
と
し
て
定
義

す
る
た
め
に
多
元
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
黙
示
的
に
採
用
し
て
い
る
連
邦
裁
判
所
も
存
在
す
る
。Id. at 734.

こ
の
「
一
般
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
意
味
」
の
評
価
に
つ
い
て
、H

ively

事
件
で
反
対
意
見
を
述
べ
、
社
会
的
多
数
派
の
見
解
に
答
え
を

求
め
て
「
本
来
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
意
味
（original public m

eaning

）」
を
主
張
し
たSykes

判
事
の
立
場
は
、「
通
常
の
『
街
路
の
男
性
』

の
基
準
」（
“man-on-the-street

” standard
）
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。Id. at 271 (citing H

ively, 853 F.3d at 362-363).

こ
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
に
よ
る
性
自
認
に
一
致
し
た
ト
イ
レ
や
更
衣
室
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
論
点
は
、
日
本
に
お
い
て

も
、
二
〇
一
八
年
七
月
の
お
茶
の
水
女
子
大
学
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
学
生
の
受
け
入
れ
発
表
を
契
機
に
、T

w
itter

を
始
め
と
し

た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
大
き
な
議
論
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
個
人
が
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
個
人
を
「
異
性
」
と
し
て
識
別
す
る
要
素
は
、（
性

別
適
合
手
術
の
済
ん
で
い
な
い
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
個
人
の
）「
外
性
器
」
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
室
や
仕
切
り

な
ど
に
よ
り
、
あ
る
程
度
ト
イ
レ
や
更
衣
室
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
想
定
が
現
実
的
な
も
の
で

あ
る
か
は
疑
わ
し
い
と
い
え
る
。

Josselyn Sheer, A
 Legal A

nalysis: T
he T

ransgender Bathroom
 D

ebate, 47(1) J. Soc. &
 Soc. W

elfare 53, 60 (2020).
Catherine Jean A

rchibald, T
ransgender Bathroom

 R
ights, 24(1) D

uke J. Gender L. &
 Polʼy 1, 16 (2016) (citing 

W
O

RLD
 PRO
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D

ER H
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H

 (W
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A

N
D

A
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O

F T
RA

N
SSEX

U
A

L, T
RA

N
SGEN

D
ER, A

N
D

 GEN
D

ER N
O

N
CO

N
FO

RM
IN

G PEO
PLE (2016), http://w

w
w

.w
path.org/

site-page.cfm
?pkassociation-w

ebpagem
enu=1351

［https://perm
a.cc/RG6X

D
T

LT

］
筆
者
未
見
）.

Id.も
っ
と
も
一
口
に
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
っ
て
も
、
性
別
適
合
手
術
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
等
に
よ
り
、
当
事
者
が
日
常
生
活
を
送

る
上
で
感
じ
る
困
難
、
不
便
に
は
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
個
々
の
事
情
に
即
し
た
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
余
裕
が
な
い
が
、
少

な
く
と
も
相
対
的
に
見
た
場
合
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
々
は
そ
う
で
は
な
い
人
々
に
比
べ
、
日
常
生
活
に
お
い
て
そ
の
福
利
が
損
な
わ

れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

司
法
省
及
び
教
育
省
も
オ
バ
マ
政
権
に
よ
る
当
該
書
簡
の
内
容
を
承
認
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
布
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
二
〇
一
七
年
、

ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
十
分
な
法
的
分
析
を
欠
い
て
お
り
、
ま
た
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
学
生
が
い
ず
れ
の
性
別
用
の

ト
イ
レ
を
利
用
す
る
か
は
個
々
の
州
が
判
断
す
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
し
て
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
撤
回
し
た
。Supra note 39, at 59.

連
邦
教
育
修
正
法
第
九
編
で
は
、
一
六
八
一
条
（
ａ
）
差
別
の
禁
止
に
お
い
て
、「
合
衆
国
の
い
か
な
る
者
も
、
性
別
（sex

）
に
基
づ
い

て
、
連
邦
か
ら
財
政
支
援
を
受
け
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
活
動
に
お
い
て
、
そ
の
参
加
か
ら
の
排
除
、
利
益
の
拒
否
、
差
別
を
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る(20 U

.S.C. § 1681 (a))

。

858 F.3d 1034 (7th Cir. 2017).
Id. at 1049.
972 F.3d 586 (4th Cir. 2020).
Id. at 618-619.
EEO

C A
ppeal N

o. 0120133395, 2015 W
L. 1607756 (A

pr. 1, 2015).

合
衆
国
に
お
け
る
宗
教
団
体
の
宗
教
の
自
由
と
雇
用
差
別
禁
止
法
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
山
口
智
「
宗
教
団
体
と
雇
用
差
別
禁

止
法
（
一
）」『
神
戸
市
外
国
語
大
学
外
国
語
研
究
八
〇
』
三
七
─
五
六
頁
（
神
戸
市
外
国
語
大
学
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
）、
同
「
宗
教
団
体

と
雇
用
差
別
禁
止
法
」（
二
・
完
）
神
戸
外
大
論
叢
六
三
巻
一
号
一
一
三
─
一
三
五
頁
（
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

「
本
編
は
、
…
…
宗
教
法
人
、
宗
教
結
社
、
宗
教
教
育
機
関
、
又
は
宗
教
社
会
の
活
動
の
実
施
に
関
連
す
る
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
特

定
宗
教
の
個
人
の
雇
用
に
関
し
て
は
、
宗
教
法
人
、
宗
教
結
社
、
宗
教
教
育
機
関
、
又
は
宗
教
社
会
へ
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
44
）

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）
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れ
て
い
る
。42 U

.S.C. § 2000e-1 (a).

「
学
校
、
大
学
、
総
合
大
学
、
も
し
く
は
そ
の
他
の
教
育
又
は
学
習
機
関
が
、
特
定
の
宗
教
又
は
特
定
の
宗
教
法
人
、
宗
教
結
社
、
も
し

く
は
宗
教
社
会
に
よ
り
、
全
部
又
は
一
部
に
お
い
て
、
所
有
、
支
援
、
管
理
、
経
営
さ
れ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
そ
の
教
育
課
程
が
、
特

定
宗
教
の
宣
布
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
、
か
か
る
学
校
、
大
学
、
総
合
大
学
、
も
し
く
は
そ
の
他
の
教
育
又
は
学
習
機
関
が
特
定
の
宗

教
の
被
用
者
を
解
雇
及
び
雇
用
す
る
こ
と
は
、
違
法
な
雇
用
慣
行
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。42 U

.S.C. § 2000e-2 (e)
(2).

誰
が
「
聖
職
者
」
に
あ
た
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
連
邦
裁
判
所
は
形
式
的
判
断
で
は
な
く
、「
超
自
然
的
な
（spiritual

）」
ま
た
は
「
宗

教
的
な
」
機
能
に
基
づ
き
、
包
括
的
か
つ
事
実
に
特
化
し
た
（fact-specific

）
判
断
を
行
っ
て
い
る
。See Joshua D

. D
unlap, W

hen Big 
Brother Plays G

od: T
he R

eligion Clauses, T
itle V

II, and the M
inisterial E

xception, 82(5) N
otre D

am
e L. Rev. 2005, 

2011-2012 (2007). 

「
聖
職
者
例
外
」
法
理
の
詳
細
に
関
す
る
邦
語
文
献
に
つ
い
て
は
、
福
嶋
敏
明
「『
聖
職
者
例
外
』
法
理
と
ア
メ
リ
カ
連
邦

最
高
裁
─
─
雇
用
差
別
禁
止
法
と
宗
教
団
体
の
自
由
・
再
論
」（
一
）（
二
・
完
）
神
戸
学
院
法
学
四
二
巻
三
・
四
号
一
一
一
五
─
一
一
四
四
頁

（
二
〇
一
三
年
）、
四
三
巻
三
号
八
二
一
─
八
六
七
頁
（
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

565 U
.S. 171 (2012).

本
件
で
は
、
睡
眠
障
害
を
罹
患
し
た
宗
教
系
学
校
の
「
召
命
（called

）」
教
員
が
、
当
該
学
校
か
ら
解
雇
の
見
通

し
を
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
法
的
措
置
を
取
る
と
示
唆
し
た
と
こ
ろ
解
雇
さ
れ
た
こ
と
が
、
障
害
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
人
法
（A

m
ericans 

w
ith D

isabilities A
ct

）
に
違
反
す
る
と
訴
え
た
。

Id. at 188-189.
42 U

. S. C. § 2000bb et seq.

Ｒ
Ｆ
Ｒ
Ａ
は
、
宗
教
の
自
由
へ
の
制
約
に
関
す
る
違
憲
審
査
基
準
に
つ
い
て
、
厳
格
審
査
が
適
用
さ
れ
る
場
面
を
限
定
的
に
解
釈
し
た
一

九
九
〇
年
のEm

ploym
ent D

ivision, O
regon D

epartm
ent of H

um
an Resources v. Sm

ith

事
件
（494 U

.S. 872 (1990)

）
を
覆
す

た
め
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
法
で
あ
る
。
連
邦
裁
判
所
に
よ
る
Ｒ
Ｆ
Ｒ
Ａ
の
解
釈
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
山
口
智
「
九
〇
年
代
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
宗
教
活
動
の
自
由
：
宗
教
の
自
由
回
復
法
（
Ｒ
Ｆ
Ｒ
Ａ
）
の
顛
末
」
神
戸
外
大
論
叢
五
〇
巻
一
号
八
七
─
一
一
四
頁
（
一
九
九
九

年
）
及
び
、
宮
原
均
「
信
教
の
自
由
へ
の
規
制
と
審
査
基
準
─
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
法
理
と
連
邦
議
会
法
律
の
交
錯
」
東
洋
法
学
六
一
巻

二
号
四
一
二
─
三
三
五
頁
（
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
56
）

（
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）
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判 例 研 究

Ｒ
Ｆ
Ｒ
Ａ
制
定
以
降
の
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
宮
原
・
前
掲
注
（
57
）
三
九
四
頁
以
下
参
照
。

922 F.3d 140 (3th Cir. 2019), cert. granted, by Fulton v. Phila., 2020 U
.S. LEX

IS 961 (U
.S., Feb. 24, 2020).

本
件
を
審
理
し

た
第
三
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
修
正
第
一
条
の
下
で
は
、
そ
れ
が
不
利
な
宗
教
上
の
信
仰
を
抑
圧
す
る
た
め
の
隠
れ
蓑
で
は
な
い
限
り

宗
教
に
動
機
付
け
ら
れ
た
行
為
へ
の
政
府
の
規
制
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
上
で
、
同
市
の
更
新
拒
否
が
、
宗
教
的
迫
害
や
偏
見
で
は
な
く
、
差

別
禁
止
法
の
施
行
に
係
る
取
り
組
み
に
お
け
る
同
市
の
誠
実
さ
に
基
づ
く
と
結
論
し
た
。922 F.3d at 165.

（
58
）

（
59
）
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